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【資料１】

164-8721 中野区本町１－32－２　ハーモニータワー８Ｆ 0503383-5333 03-5334-7090

裁判員裁判弁護技術研究室 160-0004 新宿区四谷１-４　四谷駅前ビル６Ｆ 0503383-0062 03-3353-7057

常勤弁護士業務支援室 160-0004 新宿区四谷１-４　四谷駅前ビル６Ｆ 0503383-0062 03-3353-7057

160-0023 新宿区西新宿１-24-１エステック情報ビル13Ｆ 0503383-5300 03-6911-0150

霞が関分室 100-0013 千代田区霞ヶ関１－１－３　弁護士会館３F 0503383-5330 03-3502-6856

上野出張所 110-0005 台東区上野２－７－13　JTB・損保ジャパン日本興亜上野共同ビル６F 0503383-5320 03-3835-2369

池袋出張所 170-0013 豊島区東池袋１－35－３　池袋センタービル６F 0503383-5321 03-3590-3334

多摩支部 190-0012 立川市曙町２－８－18　東京建物ファーレ立川ビル５F 0503383-5327 042-527-3051

多摩支部八王子出張所 192-0046 八王子市明神町４－７－14　八王子ONビル４F 0503383-5310 042-656-3201

231-0023 横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル10Ｆ 0503383-5360 045-662-9356

川崎支部 210-0007 川崎市川崎区駅前本町11－１　パシフィックマークス川崎ビル10Ｆ 0503383-5366 044-246-0406

小田原支部 250-0012 小田原市本町１－４－７　朝日生命小田原ビル５Ｆ 0503383-5370 0465-24-7402

330-0063 さいたま市浦和区高砂３-17-15　さいたま商工会議所会館６Ｆ 0503383-5375 048-838-7230

川越支部 350-1123 川越市脇田本町10－10　ＫＪビル３Ｆ 0503383-5377 049-242-5321

熊谷地域事務所 360-0037 熊谷市筑波３－195　熊谷駅前ビル７Ｆ 0503383-5380 048-522-8260

秩父地域事務所 368-0041 秩父市番場町11－１　サンウッド東和２F 0503383-0023 0494-25-1962

260-0013 千葉市中央区中央４－５－１　Qiball（きぼーる）２Ｆ 0503383-5381 043-225-9206

松戸支部 271-0092 松戸市松戸1879－１　松戸商工会議所会館３Ｆ 0503383-5388 047-366-6575

310-0062 水戸市大町３-４-36　大町ビル３Ｆ 0503383-5390 029-231-1731

下妻地域事務所 304-0063 下妻市小野子町１－66　ＪＡ常総ひかり県西会館１Ｆ 0503383-5393 0296-44-8461

牛久地域事務所 300-1234 牛久市中央５－20－11　牛久駅前ビル４Ｆ 0503383-0511 029-873-6946

320-0033 宇都宮市本町４－15　宇都宮ＮＩビル２Ｆ 0503383-5395 028-622-0987

371-0022 前橋市千代田町２-５-１　前橋テルサ５Ｆ 0503383-5399 027-232-9727

420-0853 静岡市葵区追手町９－18　静岡中央ビル２F 0503383-5400 054-251-3677

沼津支部 410-0833 沼津市三園町１－11 0503383-5405 055-931-0320

浜松支部 430-0929 浜松市中区中央１－２－１　イーステージ浜松オフィス４Ｆ 0503383-5410 053-451-1722

下田地域事務所 415-0035 下田市東本郷１－１－10　パールビル３F 0503383-0024 0558-27-1167

400-0032 甲府市中央１－12－37　ＩＲＩＸビル１・２Ｆ 0503383-5411 055-232-7540

380-0835 長野市新田町1485－１　長野市もんぜんぷら座４Ｆ 0503383-5415 026-226-7675

松本地域事務所 390-0873 長野県松本市丸の内８－３　丸の内ビル３Ｆ 0503383-5417 0263-36-3351

951-8116 新潟市中央区東中通１番町86－51　新潟東中通ビル２Ｆ 0503383-5420 025-225-6171

佐渡地域事務所 952-1314 佐渡市河原田本町394　佐渡市役所佐和田行政サービスセンター２Ｆ 0503383-5422 0259-52-2675

530-0047 大阪市北区西天満１－12－５　大阪弁護士会館Ｂ１F 0503383-5425 06-6367-1156

堺出張所 590-0075 堺市堺区南花田口町２－３－20　三共堺東ビル６Ｆ 0503383-5430 072-232-8547

604-8005 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427　京都朝日会館９F 0503383-5433 075-231-4355

福知山地域事務所 620-0054 福知山市末広町１－１－１　中川ビル４Ｆ 0503383-0519 0773-23-6374

　兵庫地方事務所 650-0044 神戸市中央区東川崎町１－１－３　神戸クリスタルタワービル13Ｆ 0503383-5440 078-362-2698

法テラス明石市役所内窓口 673-8686 明石市中崎１－５－１明石市役所本庁舎２Ｆ市民相談室内 0503383-1104 078-918-0086

阪神支部 660-0052 尼崎市七松町１－２－１　フェスタ立花北館５Ｆ 0503383-5445 06-6411-2010

姫路支部 670-0947 姫路市北条１－408－５　光栄産業㈱第２ビル 0503383-5448 079-284-2308

　奈良地方事務所 630-8241 奈良市高天町38－３　近鉄高天ビル６F 0503383-5450 0742-24-3213

南和地域事務所 638-0821 吉野郡大淀町下渕68－４　やすらぎビル４Ｆ 0503383-0025 0747-52-9179

　滋賀地方事務所 520-0047 大津市浜大津１－２－22　大津商中日生ビル５F 0503383-5454 077-521-9122

　和歌山地方事務所 640-8155 和歌山市九番丁15　九番丁MGビル６Ｆ 0503383-5457 073-425-9201

　愛知地方事務所 460-0008 名古屋市中区栄４－１－８　栄サンシティービル15Ｆ 0503383-5460 052-241-1065

三河支部 444-8515 岡崎市十王町２－９　岡崎市役所西庁舎１F(南棟) 0503383-5465 0564-22-5308

　三重地方事務所 514-0033 津市丸之内34－５　津中央ビル 0503383-5470 059-222-5096

　栃木地方事務所

　群馬地方事務所

　茨城地方事務所

　京都地方事務所

事務所名

　神奈川地方事務所

　埼玉地方事務所

　千葉地方事務所

　長野地方事務所

　大阪地方事務所

　新潟地方事務所

郵便番号

　山梨地方事務所

日本司法支援センター全国事務所所在地等一覧

　東京地方事務所

平成27年11月1日現在

　本部

FAX番号

　静岡地方事務所

電話番号住　　　　　　　　　　　　　所
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事務所名 郵便番号 FAX番号電話番号住　　　　　　　　　　　　　所

　岐阜地方事務所 500-8812 岐阜市美江寺町１－27　第一住宅ビル２Ｆ 0503383-5471 058-262-0902

可児地域事務所 509-0214 可児市広見５－152　サン・ノーブルビレッジ・ヒロミ101 0503383-0005 0574-61-2940

中津川地域事務所 508-0037 中津川市えびす町７－30　イシックス駅前ビル１Ｆ 0503383-0068 0573-66-5551

　福井地方事務所 910-0004 福井市宝永４－３－１　三井生命福井ビル２F 0503383-5475 0776-22-0354

　石川地方事務所 920-0911 金沢市橋場町１－８ 0503383-5477 076-263-7065

　富山地方事務所 930-0076 富山市長柄町３－４－１　富山県弁護士会館１Ｆ 0503383-5480 076-493-9450

魚津地域事務所 937-0067 魚津市釈迦堂１－12－18　魚津商工会議所ビル５Ｆ 0503383-0030 0765-22-2594

　広島地方事務所 730-0013 広島市中区八丁堀２－31　広島鴻池ビル１F 0503383-5485 082-224-0023

　山口地方事務所 753-0072 山口市大手町９－11　山口県自治会館５Ｆ 0503383-5490 083-932-8141

　岡山地方事務所 700-0817 岡山市北区弓之町２－15　弓之町シティセンタービル２F 0503383-5491 086-234-8413

　鳥取地方事務所 680-0022 鳥取市西町２－311　鳥取市福祉文化会館５F 0503383-5495 0857-20-2298

倉吉地域事務所 682-0023 倉吉市山根572　サンク・ピエスビル202号室 0503383-5497 0858-26-6019

　島根地方事務所 690-0884 松江市南田町60 0503383-5500 0852-23-7802

浜田地域事務所 697-0022 浜田市浅井町1580　第二龍河ビル６F 0503383-0026 0855-22-1560

西郷地域事務所 685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24－９　ＮＴＴ隠岐ビル１Ｆ 0503383-5326 08512-2-4750

　福岡地方事務所 810-0004 福岡市中央区渡辺通５－14－12　南天神ビル４F 0503383-5501 092-722-3501

北九州支部 802-0006 北九州市小倉北区魚町１－４－21　魚町センタービル５Ｆ 0503383-5506 093-511-1571

　佐賀地方事務所 840-0801 佐賀市駅前中央１－４－８　太陽生命佐賀ビル３Ｆ 0503383-5510 0952-28-7202

　長崎地方事務所 850-0875 長崎市栄町１－25　長崎ＭＳビル２F 0503383-5515 095-824-6688

佐世保地域事務所 857-0806 佐世保市島瀬町４－19　バードハウジングビル402 0503383-5516 0956-25-5340

壱岐地域事務所 811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174　吉田ビル３Ｆ 0503383-5517 0920-47-3585

五島地域事務所 853-0018 五島市池田町２－20 0503383-0516 0959-72-5968

対馬地域事務所 817-0013 対馬市厳原町中村606－３　おおたビル３Ｆ 0503383-0517 092-052-5032

平戸地域事務所 859-5114 平戸市築地町510 0503383-0468 0950-23-8286

雲仙地域事務所 854-0514 雲仙市小浜町北本町１４番地　雲仙市小浜総合支所３Ｆ 0503383-5324 0957-74-3185

　大分地方事務所 870-0045 大分市城崎町２－１－７
 0503383-5520 097-532-6673

　熊本地方事務所 860-0844 熊本市中央区水道町１－23　加地ビル３F 0503383-5522 096-352-6350

高森地域事務所 869-1602 阿蘇郡高森町大字高森1609－１　ＮＴＴ西日本高森ビル１Ｆ 0503383-0469 0967-62-0861

　鹿児島地方事務所 892-0828 鹿児島市金生町４－10　アーバンスクエア鹿児島ビル６階 0503383-5525 099-223-6146

鹿屋地域事務所 893-0009 鹿屋市大手町14－22　南商ビル１Ｆ 0503383-5527 0994-44-6922

指宿地域事務所 891-0402 指宿市十町912-７ 0503383-0027 0993-24-2657

奄美地域事務所 894-0006 奄美市名瀬小浜町４-28　ＡＩＳビルＡ棟１F 0503383-0028 0997-53-5076

徳之島地域事務所 891-7101  大島郡徳之島町亀津553番地１　徳之島合同庁舎２階 0503381-3471 0997-82-3261

　宮崎地方事務所 880-0803 宮崎市旭１－２－２　宮崎県企業局３F 0503383-5530 0985-27-2876

延岡地域事務所 882-0043 延岡市祇園町１－２－７　ＵＭＫ祇園ビル２Ｆ 0503383-0520 0982-33-0551

　沖縄地方事務所 900-0023 那覇市楚辺１－５－17　プロフェスビル那覇２・３F 0503383-5533 098-855-3220

宮古島地域事務所 906-0012 宮古島市平良字西里1125　宮古合同庁舎１Ｆ 0503383-0201 0980-72-6552

　宮城地方事務所 980-0811 仙台市青葉区一番町３－６－１　一番町平和ビル６F 0503383-5535 022-263-4558

南三陸出張所 986-0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田56番地 0503383-0210 0226-47-1071

山元出張所 989-2203 亘理郡山元町浅生原字日向13番地１ 0503383-0213 0223-33-8037

東松島出張所 981-0503 東松島市矢本字大溜１－１ 0503383-0009 0225-84-3024

　福島地方事務所 960-8131 福島市北五老内町７－５　イズム37ビル４Ｆ 0503383-5540 024-535-2939

会津若松地域事務所 965-0871 会津若松市栄町５－22　フジヤ会津ビル１Ｆ 0503383-0521 0242-24-3903

二本松出張所 964-0917 二本松市本町１－60－２ 0503381-3803 0243-62-0251

ふたば出張所 979-0407 双葉郡広野町広洋台１－１－89 0503381-3805 0240-28-0061

　山形地方事務所 990-0042 山形市七日町２－７－10　NANABEANS８F 0503383-5544 023-633-0180

　岩手地方事務所 020-0022 盛岡市大通１－２－１　岩手県産業会館本館２F 0503383-5546 019-652-5516

宮古地域事務所 027-0076 宮古市栄町３－35　キャトル宮古５Ｆ 0503383-0518 0193-64-3519

大槌出張所 028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町１番３号 0503383-1350 0193-41-1536

気仙出張所 022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢９番地５ 0503383-1402 0192-26-4855
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　秋田地方事務所 010-0001 秋田市中通５－１－51　北都ビルディング６Ｆ 0503383-5550 018-825-1211

鹿角地域事務所 018-5201 鹿角市花輪字下花輪50番地  鹿角市福祉保健センター２Ｆ 0503383-1416 0186-30-1320

　青森地方事務所 030-0861 青森市長島１－３－１　日本赤十字社青森県支部ビル２F 0503383-5552 017-773-5021

八戸地域事務所 031-0086 八戸市大字八日町36　八戸第１ビル３Ｆ 0503383-0466 0178-22-5841

むつ地域事務所 035-0073 むつ市中央１－５－１ 0503383-0067 0175-22-3695

鰺ヶ沢地域事務所 038-2761
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷９－４　鰺ヶ沢町総合保健福祉セン
ター内

0503383-8369 0173-82-1525

　札幌地方事務所 060-0061 札幌市中央区南１条西11－１　コンチネンタルビル８Ｆ 0503383-5555 011-219-3818

　函館地方事務所 040-0063 函館市若松町６－７　三井生命函館若松町ビル５F 0503383-5560 0138-26-3520

江差地域事務所 043-0034 檜山郡江差町字中歌町199－５ 0503383-5563 0139-52-5039

八雲地域事務所 049-3106 二海郡八雲町富士見町21番地１ 0503383-8366 0137-63-4633

　旭川地方事務所 070-0033 旭川市３条通９－1704－１　TKフロンティアビル６F 0503383-5566 0166-25-2066

　釧路地方事務所 085-0847 釧路市大町１－１－１　道東経済センタービル１Ｆ 0503383-5567 0154-42-0168

　香川地方事務所 760-0023 高松市寿町２－３－11　高松丸田ビル８Ｆ 0503383-5570 087-851-3023

　徳島地方事務所 770-0834 徳島市元町１－24 アミコビル３階 0503383-5575 088-655-2777

　高知地方事務所 780-0870 高知市本町４－１－37　丸ノ内ビル２F 0503383-5577 088-873-3023

須崎地域事務所 785-0003 須崎市新町２－３－26 0503383-5579 0889-42-2001

安芸地域事務所 784-0003 安芸市久世町９番20号　すまいるあき４F 0503383-0029 0887-34-8532

中村地域事務所 787-0014 四万十市駅前町13－15　アメニティオフィスビル１Ｆ 0503383-0467 0880-35-5488

　愛媛地方事務所 790-0001 松山市一番町４－１－11　共栄興産一番町ビル４Ｆ 0503383-5580 089-932-0213



【資料２】　日本司法支援センターのあゆみ（～平成28年3月31日）

平成11年７月 司法制度改革審議会を内閣に設置

平成13年６月 司法制度改革審議会最終意見書を内閣に提出

12月 司法制度改革推進本部を内閣に設置

平成14年３月 司法制度改革推進計画を閣議決定

平成16年６月 総合法律支援法公布

11月～12月 全国５０か所に日本司法支援センター地方準備会発足

平成17年９月 法務大臣、理事長となるべき者として金平輝子を指名

日本司法支援センターロゴ・愛称「法テラス」発表

平成18年　　

４月10日

４月28日 法務大臣、中期計画を認可 

５月25日

10月２日 業務開始

12月14日 ４月10日を「法テラスの日」とすることを決定 

平成19年　　

３月30日

10月30日 法務大臣、国選付添人の事務に関する契約約款を認可

平成20年　　

４月10日

７月31日

11月13日

平成21年　　

４月２日

平成22年　　

２月26日

３月25日

３月30日

平成23年　　

３月７日

４月10日

９月21日

平成24年　　

３月30日

12月21日

平成25年　　

３月27日

法務大臣、法律事務取扱規程、国選弁護人の事務に関する契約約款、国選被害者参加弁護

士の事務に関する契約約款の変更を認可

法務大臣、国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款を認可、業務方法書・法律事務

取扱規程・国選付添人の事務に関する契約約款の変更を認可

寺井一弘理事長就任

理事長、役員・地方事務所長等を任命

日本司法支援センター設立（本部東京）

金平輝子理事長就任

理事長、役員・地方事務所長等を任命

法務大臣、業務方法書・法律事務取扱規程・国選弁護人の事務に関する契約約款を認可

総合法律支援法第３０条第２項に規定する業務について、日本弁護士連合会、公益財団法

人中国残留孤児援護基金との契約締結

法務大臣、国選弁護人の事務に関する契約約款の変更を認可（算定基準関連）

法務大臣、業務方法書の変更を認可

法務大臣、業務方法書の変更を認可

法務大臣、国選弁護人の事務に関する契約約款・国選付添人の事務に関する契約約款・国

選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款・中期計画の変更を認可、第２期中期目標を

指示

法務大臣、業務方法書の変更を認可

法務大臣、業務方法書・法律事務取扱規程の変更を認可

梶谷　剛理事長就任

法務大臣、国選弁護人の事務に関する契約約款・国選付添人の事務に関する契約約款・国

選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款・業務方法書の変更を認可

法務大臣、業務方法書の変更を認可

法務大臣、第２期中期計画を認可



11月28日 法務大臣、業務方法書の変更を認可

平成26年　　

３月25日 法務大臣、業務方法書の変更を認可

３月28日 法務大臣、第３期中期計画を認可

４月10日

平成27年　　

３月19日 法務大臣、業務方法書の変更を認可

宮﨑　誠理事長就任



【資料３】 

1 

 

日本司法支援センターの中期目標・中期計画・年度計画 

第３期中期目標(平成26年２月28日) 第３期中期計画 (平成26年３月28日) 平成27年度計画 

第２ 総合法律支援の充実のための措置に関する事項 Ⅰ 総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達

成するためとるべき措置  

Ⅰ 総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達

成するためとるべき措置  

１ 業務運営の基本的姿勢 １ 業務運営の基本的姿勢 １ 業務運営の基本的姿勢 

(1) 総論 (1) 総論 (1) 総論 

  支援センターは，国民に身近で頼りがいのある司法を

実現するために各種業務を行う法人であることに鑑み，

真に国民に親しまれ頼りにされる存在となるよう，その

業務運営においては，非公務員型法人であることの利点

を活かした様々な創意工夫により，高齢者及び障害者等

に対する特別の配慮を含め，懇切・丁寧かつ迅速・適切

な対応その他利用者の立場に立った業務運営を常に心が

ける姿勢を基本とする。 

支援センターが提供するサービスに関する利用者から

の意見，苦情等について，支援センターの業務運営の参

考にするとともに，必要に応じて業務の改善等適切な対

応を行う。 

国費の支出の適正及び国費を投入して行う事業の意

義・効果についての国民の関心が高まっていることを踏

まえ，支援センターの役職員は，常にコスト意識を持ち，

納税者の視点から，資金の投入の必要性，支出の適切性，

投入資金額に見合う効果の有無等を十分に考慮して業務

運営に当たり，必要に応じ，自発的に創意工夫をして，

効率的で効果的な業務運営を実現するための改善をして

いくものとする。 

支援センターの業務運営においては、引き続き、非公

務員型法人であることの利点をいかした様々な創意工夫

により、懇切・丁寧かつ迅速・適切な対応その他高齢者

及び障がい者に対する特別の配慮を含め、利用者の立場

に立った業務遂行を常に心掛けるとともに、利用者から

の意見、要望等を真摯に受け止め、必要に応じて業務の

改善を行う。また、多様な意見を業務運営にいかすため、

外部有識者から構成される顧問会議を各事業年度に１回

以上開催し、必要に応じて業務の改善を行う。 

国費の支出の適正及び国費を投入して行う事業の意

義・効果についての国民の関心が高まっていることを踏

まえ、役職員は常にコスト意識を持ち、納税者の視点か

ら、資金投入の必要性、支出の適切性、投入資金額に見

合う効果の有無等を十分に考慮して業務運営に当たり、

必要に応じ、自発的に創意工夫をして、効率的で効果的

な業務運営を実現するための改善に努める。 

支援センターの業務運営においては、引き続き、非公

務員型法人であることの利点をいかした様々な創意工夫

により、懇切・丁寧かつ迅速・適切な対応その他高齢者

及び障がい者に対する特別の配慮や外国語を母語とする

者への対応を含め、利用者の立場に立った業務遂行に努

める。 

利用者からの意見、要望等を真摯に受け止め、必要に

応じて業務の改善を行う。 

支援センターに寄せられた契約弁護士・司法書士に対

する苦情や感謝等を「利用者からの声」として、契約弁

護士・司法書士等に伝え、利用者の立場に立ったサービ

スの提供につながるよう努める。 

多様な意見を今後の業務運営にいかすため、外部有識

者から構成される顧問会議を１回以上開催して、必要に

応じて業務の改善を行う。 

国費の支出の適正及び国費を投入して行う事業の意

義・効果についての国民の関心が高まっていることを踏

まえ、役職員は常にコスト意識を持ち、納税者の視点か

ら、資金投入の必要性、支出の適切性、投入資金額に見

合う効果の有無等を十分に考慮して業務運営に当たり、

必要に応じ、自発的に創意工夫をして、効率的で効果的

な業務運営を実現するための改善に努める。 

(2) 東日本大震災の被災者に対する援助の充実等 (2) 東日本大震災の被災者に対する援助の充実 (2) 東日本大震災の被災者に対する援助の充実 

ア 震災法律援助事業による援助の充実 ア 震災法律援助事業による援助の充実 ア 震災法律援助事業による援助の充実 
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 震災法律相談援助によって東日本大震災の被災者のニ

ーズをどの程度満たせているのか分析した上，更なる援

助により法的問題の早期解決に資すると見込まれる被災

者について，震災代理援助や震災書類作成援助に効果的

に結びつける方策を検討・実施する。 

震災法律相談援助によって東日本大震災の被災者のニ

ーズがどの程度満たされているか分析をした上、更なる

援助により法的問題の早期解決に資すると見込まれる被

災者について、震災代理援助や震災書類作成援助に効果

的に結び付ける方策を検討・実施する。 

平成24年度に実施した「東日本大震災の被災者等の法

的支援に関するニーズ調査」の結果（自らが法的問題を

抱えていることに気付いていない被災者の存在など）等

を踏まえ、震災法律援助について、被災者が利用しやす

い制度となるよう、巡回・出張相談、夜間・休日相談、

テレビ電話相談を活用するなどし、被災者支援の充実を

図る。 

震災法律相談援助によって東日本大震災の被災者のニ

ーズがどの程度満たされているか分析をした上、更なる

援助により法的問題の早期解決に資すると見込まれる被

災者について、震災代理援助や震災書類作成援助に効果

的に結び付ける方策を検討・実施する。 

 平成 24 年度に実施した「東日本大震災の被災者等の

法的支援に関するニーズ調査」の結果（自らが法的問題

を抱えていることに気付いていない被災者の存在など）

等を踏まえ、アウトリーチの手法等によるアクセスの拡

充が求められている。そのため、巡回・出張相談（移動

相談車両の活用を含む。）、夜間・休日相談を組み合わせ、

また、テレビ電話相談を活用するなど、被災者支援の充

実を図る。 

イ 震災法律援助事業以外の手法による援助の充実 イ 震災法律援助事業以外の手法による援助の充実 イ 震災法律援助事業以外の手法による援助の充実 

 東日本大震災の被災地・被災者のニーズに応じて，支

援センターが持つノウハウを有効利用し，震災法律援助

事業以外の手法による被災地・被災者の援助拡充を図る。 

東日本大震災の被災地の地方公共団体と連携して、引

き続き、弁護士・司法書士のほか、被災者のニーズに適

した各種の専門家によるサービスを提供するなどし、被

災者に対する包括的な支援の充実を図る。震災法律援助

事業による被災者支援が行えない場合であっても、被災

者のニーズに応じ、民事法律扶助業務を通じ、巡回・出

張相談等の方法により、適切な被災者支援を実施する。 

 法的問題を抱えている東日本大震災の被災者を支援す

るため、震災特例法に基づく震災法律援助事業を適正・

迅速に遂行するとともに、被災者のニーズに適した各種

専門家による情報提供サービスを提供するなどのきめ細

かい対応を行うよう努める。 

 震災法律援助事業による被災者支援を行うことができ

ない場合であっても、巡回・出張相談等の民事法律扶助

の制度を活用し、積極的な支援を実施する。 

(3) 高齢者・障害者等に対する援助の充実 (3) 高齢者や障害者等に対する支援の充実 (3) 高齢者や障害者等に対する支援の充実 

 常勤弁護士の活動を含めた支援センターが行う司法ソ

ーシャルワークの取組（福祉機関等との連携及び出張法

律相談等のアウトリーチ的手法等を活用した高齢者・障

害者に対する援助）については，司法ソーシャルワーク

に係る検証調査で得られたデータや地域のニーズ等の把

握に基づく事業計画及び具体的目標を平成２６年度中に

策定した上で，効率的かつ効果的に事業を実施する。そ

常勤弁護士等の活動を含めた支援センターが行う司法

ソーシャルワークの取組については、司法ソーシャルワ

ークに係る検証調査で得られたデータや地域のニーズ等

の把握に基づく事業計画及び具体的目標を平成 26 年度

中に策定した上で、平成27年度以降、効率的かつ効果的

に実施する。 

その事業計画の進捗状況や目標の達成度合いについて

 司法ソーシャルワーク事業計画に基づき、各地方事務

所において関係機関のリスト化を進め、常勤弁護士を含

めた担い手となる弁護士・司法書士を確保する。 

 福祉関係機関と連携し、指定相談場所を増加させ、併

せて、巡回相談の件数を増加させる。 

 関係機関との連携を契機とした出張相談の件数を増加

させるとともに、関係機関との連携を契機としたセンタ
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の事業計画の進捗状況や目標の達成度合いについては，

毎年度，日本司法支援センター評価委員会の評価を受け

る。 

は、毎年度、日本司法支援センター評価委員会の評価を

受ける。 

ー相談・事務所相談を増加させる。 

 各地方事務所において社会福祉協議会や地域包括支援

センター、地域生活定着支援センター等との連携を強化

し、上記の事業計画及び具体的目標の進捗状況を踏まえ

た司法ソーシャルワークに関する協議会等を行う。 

 全国の地方事務所で、職員に対し、高齢者・障がい者

疑似体験実習等の研修を実施し、接遇スキルの向上を図

るほか、既に作成している高齢者、知的障がい者及び視

覚障がい者向けの各パンフレットについて、関係機関・

団体の意見を踏まえて改善を図った上、必要に応じて関

係機関・団体に配布する。 

２ 組織の基盤整備等 ２ 組織の基盤整備等 ２ 組織の基盤整備等 

(1) 支援センターの職員 (1) 支援センターの職員 (1) 支援センターの職員 

ア 職員（常勤弁護士を含む。）の採用及び配置等 ア 職員（常勤弁護士を含む。）の採用及び配置等 ア 職員（常勤弁護士を含む。）の採用及び配置等 

 職員の採用及び配置等は，総合法律支援の実施及び体

制の整備の重要性を踏まえつつ，業務量に応じた適切な

ものとする必要がある。職員を新たに採用する場合には，

業務を行うために真に必要な職員数を検証した上で，必

要な数の採用を行う。職員の配置については，配置先の

業務量に応じた適正なものとする。 

その際，支援センターの有する公共性や，支援センタ

ーが多様な分野にわたる業務を行うことを考慮し，幅広

い視野をもって自らの能力を活用することについての意

欲を有し，支援センター本部が決定した業務に関する方

針に意欲的に取り組み，国民の期待に応えることのでき

る人材の確保・活用を図る。 

また，職員の能力の向上等のため，能力主義に基づく

的確な職員の採用及び人事配置を行うとともに，人事交

流等により，多様な経験を積むことができる人材育成の

仕組みについて検討する。 

(ｱ) 職員の採用及び配置等については、総合法律支援の

実施及び体制の整備の重要性を踏まえつつ、業務量に

応じた適切なものとする。具体的な職員の採用及び配

置については、総合法律支援の充実のための措置及び

提供するサービスの質の向上に関する取組に配慮し

つつ、既存業務の変動及び新規事業の追加による業務

量の増加を的確に把握し、業務の平準化及び事務手続

の合理化の観点を踏まえた真に必要なものとする。と

りわけ、職員を新たに採用する場合には、総合法律支

援の実施及び体制の整備の重要性を踏まえつつ、業務

を行うために真に必要な職員数を検証した上で、必要

な数の採用を行う。 

その際、支援センターの業務の公共性・多様性に順

応して、その業務に意欲的に取り組み、国民等の期待

に応えることができる人材の確保・活用を図る観点か

ら、職員の採用及び配置等を行う。 

(ｱ)  職員の採用及び配置等については、総合法律支援の

充実のための措置及び提供するサービスの質の向上に

関する取組に配慮しつつ、既存業務の業務量の変動及

び新規事業の追加による業務量の増加を的確に把握

し、業務の平準化及び事務手続の合理化の観点を踏ま

えた真に必要なものとする。 

 支援センターの業務の公共性・多様性に順応して、

その業務に意欲的に取り組み、国民等の期待に応える

ことができる人材の確保・活用を図る観点から職員の

採用・配置等を行う。  

常勤弁護士の採用に当たっては、裁判員裁判にも適

切に対応し得る刑事弁護に高い能力を有する人材や、

関係機関・団体との連携協力関係を適切に構築し得る

人材を含め、支援センターの業務の円滑で効率的な運

営に適応でき、総合法律支援の取組に意欲的で、国民

の期待に応えることのできる人材の確保を図る。常勤
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常勤弁護士の採用に当たっては，裁判員裁判にも適切

に対応し得る刑事弁護に高い能力を有する人材や，関係

機関・団体との連携協力関係を適切に構築し得る人材を

含め，支援センターの業務の円滑で効率的な運営に適応

でき，総合法律支援の取組に意欲的で，国民の期待に応

えることのできる人材の確保を図る。常勤弁護士につい

ては任期付採用とし，その報酬については実務経験年数

において同等の裁判官・検事の給与を参考にする。 

常勤弁護士については，支援センターの主要業務であ

る民事法律扶助業務及び国選弁護等関連業務等を適切に

運用するためのセーフティネットとしての役割を担って

いることなどを踏まえ，総合法律支援の適切な実施が遂

行できる体制となるよう，所要の数の確保に努め，必要

性が認められる地域への配置を行う。その前提として，

既に常勤弁護士が配置されている地域も含めて配置の必

要性や配置人数の妥当性について検証し，常勤弁護士が

担う役割，配置の必要性等について十分な説明責任を果

たす。 

常勤弁護士の業務との関連性にも留意しつつ，常勤弁

護士が受任した事件数，事件の性質に応じた各事件の平

均単価及び常勤弁護士の活動に係る費用を把握・分析す

るなどし，常勤弁護士が事件を受任したことで生じた財

政的な効果についても明らかにする。 

また，常勤弁護士については，大規模災害等における

機動的な法的サービスの担い手としての役割も期待され

ているところ，そのための態勢整備を図る。なお，被災

地自治体等への法的援助については，当該災害等発生地

域の弁護士会等との連携を前提とした必要最小限のもの

とする。 

その上で，常勤弁護士による対応が必要な場合に備え，

支援センターが組織的かつ機動的に法的援助を実施する

常勤弁護士の採用に当たっては、裁判員裁判にも適

切に対応し得る刑事弁護に高い能力を有する人材や、

関係機関・団体との連携協力関係を適切に構築し得る

人材を含め、支援センターの業務の円滑で効率的な運

営に適応でき、総合法律支援の取組に意欲的で、国民

の期待に応えることのできる人材の確保を図る。常勤

弁護士については任期付採用とし、その報酬について

は実務経験年数において同等の裁判官・検事の給与を

参考にする。 

(ｲ)  常勤弁護士については、民事法律扶助業務及び国選

弁護等関連業務等を適切に運用するためのセーフテ

ィネットとしての役割を担っていることなどを踏ま

え、総合法律支援の適切な実施ができる体制となるよ

う、所要の数の確保に努め、必要性が認められる地域

に配置する。その前提として、既に常勤弁護士が配置

されている地域も含めて配置の必要性や配置人数の

妥当性について検証し、常勤弁護士が担う役割配置の

必要性等について十分な説明責任を果たす。 

常勤弁護士が取り扱う事件の種類・件数等の業務量

（事件の性質や関係機関との連携強化への取組状況

など取扱件数が業務量に直結しない事情を含む。）、そ

の地域での常勤弁護士の役割を踏まえ、事件の性質に

応じた各事件の平均単価及び常勤弁護士の活動に係

る費用を把握するなどし、常勤弁護士が事件を受任し

たことで生じた財政的な効果についても明らかにす

る。 

また、常勤弁護士については、大規模災害等におけ

る機動的な法的サービスの担い手としての役割も期

待されていることから、東日本大震災の被災者支援の

経験を踏まえ、災害発生地域におけるより迅速・適切

な被災者支援を実施できる態勢を整備する。なお、被

弁護士については任期付採用とし、その報酬について

は実務経験年数において同等の裁判官・検事の給与を

参考にする。 

(ｲ)  常勤弁護士については、民事法律扶助業務及び国選

弁護等関連業務等を適切に運用するためのセーフティ

ーネットとしての役割を担っていることなどを踏ま

え、既に配置されている地域も含めて配置の必要性や

配置人数の妥当性について検証し、常勤弁護士が担う

役割、配置の必要性等について十分な説明責任を果た

す。その上で、関係機関等との連携協力関係の確保・

強化も含めて総合法律支援の適切な実施ができる体制

となるよう、所要の数の確保に努め、必要と認められ

る地域に配置する。 

   常勤弁護士が取り扱う事件の種類・件数等の業務量

（事件の性質や関係機関との連携強化への取組状況な

ど取扱件数が業務量に直結しない事情を含む。）、その

地域での役割を踏まえ、事件の性質に応じた各事件の

平均単価及び常勤弁護士の活動に係る費用を把握する

などし、常勤弁護士が事件を受任したことで生じた財

政的な効果についても明らかにする。 

常勤弁護士については、大規模災害等において機動

的に法的サービスを提供できるようにするための具体

的な態勢整備の方策を検討する。なお、被災自治体等

への法的援助については、災害発生地域の弁護士会等

との連携を前提とし、真  に必要なものを検討して実

施する。 

   また、常勤弁護士による対応が必要な場合に備え、

支援センターが組織的かつ機動的に法的援助を実施す

るための具体的措置内容等を策定する。 

 そのほか、コールセンターの運営に当たっては、今

後も情報提供件数の推移を踏まえ、業務量に応じて職
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ための具体的措置内容等をあらかじめ明確にする。 

また，コールセンターの運営に当たっては，第２期中

期目標期間における情報提供件数が毎年度減少し続けて

いることから，今後も情報提供件数の推移を踏まえ，業

務量に応じて職員配置を見直すものとする。 

災自治体等への法的援助については、災害発生地域の

弁護士会等との連携を前提とし、真に必要なものを検

討して実施する。 

その上で、常勤弁護士による対応が必要な場合に備

え、支援センターが組織的かつ機動的に法的援助を実

施するための具体的措置内容等をあらかじめ明確に

する。 

そのほか、コールセンターの運営に当たっては、第

２期中期目標期間における情報提供件数が毎年度減

少し続けていることから、今後も情報提供件数の推移

を踏まえ、業務量に応じて職員配置を見直す。 

員配置を見直す。 

イ 職員（常勤弁護士を含む。）の能力の向上 イ 職員（常勤弁護士を含む。）の能力の向上 イ 職員（常勤弁護士を含む。）の能力の向上 

 司法ソーシャルワークを始めとする支援センターの多

様な取組に適切に対応するため，職員に対し，採用年次，

経験年数，担当業務の別等に応じた研修を実施し，その

能力の向上を図る。 

支援センターの中核となって職務を行う人材を育成す

るため，能力等の高い者に対し，他機関等への研修等派

遣や人事交流等によって多様な経験を積む機会を与える

よう努める。 

以下の研修を企画・立案等するための人的・物的な態

勢を整備し、支援センターにおける中長期的な人材育成

プログラムを構築する。 

(ｱ)  司法ソーシャルワークを始めとする支援センター

の多様な分野にわたる業務に対応し、利用者への良

質なサービスを安定的に提供するため、採用年次や

経験年数に応じた各業務分野の実務能力や専門性を

向上させるべく、体系的な研修を企画・立案して、

計画的に実施し、その能力の向上を図る。(ｲ)  常勤

弁護士については、民事法律扶助事件及び国選弁護

等関連事件等への適切な対応能力の向上を図るた

め、研修を実施する。とりわけ、司法ソーシャルワ

ークが必要となる事件や裁判員裁判対象事件への適

切な対応が可能となるような実践的な研修を実施す

る。 

(ｳ)  上記(ｱ)、(ｲ)の研修を実施し、能力等の高い職員

については、国、地方公共団体、独立行政法人、民

間企業等を含む関係機関・団体との人事交流等によ

以下の研修を企画・立案等するための人的・物的な態

勢の整備に必要な準備・検討を行う。 

(ｱ)  司法ソーシャルワークを始めとする支援センター

の多様な分野にわたる業務に対応し、利用者への良質

なサービスを安定的に提供するため、採用年次や経験

年数に応じた体系的な研修を企画・立案して計画的に

実施し、実務能力や専門性の向上を図る。 

(ｲ) 常勤弁護士については、民事法律扶助事件及び国

選弁護等関連事件等への適切な対応能力の向上を図

ることはもとより、司法ソーシャルワークが必要と

なる事件や裁判員裁判対象事件への適切な対応が可

能となるような実践的な研修を、裁判員裁判弁護技

術研究室及び常勤弁護士業務支援室を活用し、随時

研修内容を見直したり、より一層の内容の充実を図

りながら実施するよう努める。 

    また、ブロック単位での研修を充実させ、常勤弁

護士間の技術・経験の共有を図り、全体的な能力・

技量の向上を図る。 
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って多様な経験を積ませ、支援センターの中核とな

って職務を行う人材の育成を図る。 

(ｳ)  上記の研修を実施し、意識・能力等の高い職員に

ついては、国、地方公共団体等を含む関係機関・団体

との人事交流等によって多様な経験を積ませ、支援セ

ンターの中核となって職務を行う人材の育成を図る。 

    さらに、常勤弁護士については、今後の重点課題と

考えられる地方公共団体や福祉機関・団体に潜在す

る法的需要を把握し、これらの機関等との連携の促

進を図るため、社会福祉法人等に派遣する外部研修

を実施する。 

(2) 一般契約弁護士・司法書士の確保 (2) 一般契約弁護士・司法書士の確保 (2) 一般契約弁護士・司法書士の確保 

 総合法律支援の中核を担う支援センターの体制整備の

ため，民事法律扶助事件の受け手となる弁護士・司法書

士が少ない地域，国選事件の受け手となる弁護士が少な

い地域を含め，民事法律扶助事件の受任者の確保態勢，

捜査・公判を通じ一貫した弁護人確保態勢等の全国的に

均質な確保を図るべく，一般契約弁護士・司法書士の幅

広い確保に努める。 

 民事法律扶助の担い手となる弁護士・司法書士並びに

国選弁護、国選付添及び被害者参加人のための国選弁護

の担い手となる弁護士の業務態勢を全国的に均質なもの

とするため、弁護士会、司法書士会と連携し、必要に応

じて説明会や協議会を実施するなどして各制度に対する

理解を深めつつ、一般契約弁護士・司法書士の人数を前

年度以上にする。 

  民事法律扶助の担い手となる弁護士・司法書士並びに

国選弁護、国選付添及び被害者参加人のための国選弁護

の担い手となる弁護士の業務態勢を全国的に均質なもの

とするため、弁護士会、司法書士会と連携し、必要に応

じて説明会や協議会を実施するとともに、説明資料を配

布するなどして各制度に対する理解を深めつつ、一般契

約弁護士・司法書士の人数を前年度以上にする。 

３ 組織の適正性堅持 ３ 組織の適正性堅持 ３ 組織の適正性堅持 

(1) ガバナンスの強化 (1) ガバナンスの強化 (1) ガバナンスの強化 

 支援センターは，その業務が国民等の権利・利益に直

接関わる極めて公共性・公益性の高いものであることに

鑑み，本部においては，迅速かつ適切な意思決定を行う

ための体制の充実・強化に努め，地方事務所等において

は，利用者に全国的に均質な法的サービスを提供すべく，

本部が決定した業務に関する方針を迅速かつ的確に実施

できるよう態勢の構築に努める。 

常勤弁護士は，個別の法律事務について独立してその

職務を行うことはもちろんであるが，支援センターの業

務の性質に鑑み，本部が決定した業務に関する方針につ

いては意欲的に取り組み，国民等の期待に応えるよう努

本部においては、支援センターの業務が国民等の権

利・利益に直結し、停滞の許されない公共性を有するこ

とに鑑み、業務運営方針を迅速かつ適切に決定できる体

制の充実・強化に努める。 

地方事務所においては、全国的に均質なサービスを提

供すべく、本部が決定した業務運営方針を迅速かつ的確

に実施できる体制の構築に努める。 

常勤弁護士は、個別の法律事務について独立してその

職務を行うものであるが、支援センターの業務が公共性

を有していることに鑑み、支援センターの業務運営方針

を理解して意欲的に取り組み、国民等の期待に応えるよ

ア  本部においては、支援センターの業務が国民等の権

利・利益に直結し、停滞の許されない公共性を有する

ことに鑑み、理事長の指示が支援センターの業務運営

に的確に反映されるよう、次のとおり組織運営を行う。 

(ｱ)  執行部会を定期的に開催し、決定事項について

は、速やかに組織内に伝達する。 

(ｲ)  本部方針を地方事務所に適切に周知するととも

に、支援センターの抱える課題等を協議するため、

全国地方事務所長会議、全国地方事務所事務局長会

議、ブロック別協議会等を開催する。 

(ｳ)  地方事務所においても、随時、執行部会議を開催
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める。 う努める。 することにより、本部が決定した業務運営方針を迅

速かつ的確に実施する。 

イ  常勤弁護士は、個別の法律事務について独立してそ

の職務を行うものであるが、支援センターの業務が公

共性を有していることに鑑み、支援センターの業務運

営方針を理解した上、その実現のために意欲的に業務

に取り組み、国民等の期待に応えるよう努める。 

(2) 監査の充実・強化 (2) 監査の充実・強化 (2) 監査の充実・強化 

 国費の支出を含む業務運営の適正を確保するため，支

援センターの業務及び会計について，監事及び会計監査

人による厳正な監査を実施するとともに，業務執行部門

から独立した内部監査体制に基づく厳正な内部監査を充

実させる。 

国費の支出を含む業務運営の適正を確保するため、業

務執行部門から独立した内部監査態勢の整備・強化を図

るなどして、監査の充実・強化を図るとともに、監事監

査、会計監査人による監査及び内部監査との連携を図る。 

 監事監査は本部ほか６地方事務所等を、内部監査は本

部ほか44地方事務所・地域事務所等を、情報セキュリテ

ィ監査は６地方事務所を対象として実施する。内部監査

については、支援センターの業務の適正を確保するため

の体制等の整備を始め、業務の実施状況のモニタリング

を行い、改善方策を提示する手法により実施する。 

 内部統制の構築及び運用状況につき、会計監査人監査

の指摘事項等を踏まえ、これを監事監査及び内部監査の

際に点検するとともに、監事と会計監査人との情報共有

の場を２回以上設けるなど、会計監査人監査との連携強

化を図ることにより、監査全体を効率的、効果的に実施

する。 

 

(3) コンプライアンスの強化 (3) コンプライアンスの強化 (3) コンプライアンスの強化 

 支援センターが業務を行うに当たって法令や諸規程が

遵守される体制を確立・強化するとともに，不祥事や過

誤の発生を防止するための具体的措置を検討・実施する。 

上記(2)の監査結果等を踏まえ、規程の整備・運用等の

内部統制を強化するために必要な措置について検討・実

施するとともに、職員に対してコンプライアンス・マニ

ュアルを用いた研修を実施するなどして、法令・規程等

の周知を徹底し、コンプライアンスの一層の推進を図る。 

 各種監査結果やこれまでのコンプライアンス推進の取

組等を踏まえ、規程の整備・運用等の内部統制を更に強

化するために必要な措置についての検討・実施を継続す

るとともに、コンプライアンス・マニュアルを用いた研

修やニュースレターの発行等により、職員への法令・規

程等の周知を徹底し、コンプライアンスの一層の推進を

図る。  

(4) 情報セキュリティ対策 (4) 情報セキュリティ対策 (4) 情報セキュリティ対策 
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 政府のＩＴ総合戦略本部及び情報セキュリティ政策会

議の方針に準じたセキュリティ対策を推進する。 

支援センターの業務の特性及びこれまでの情報セキュ

リティ対策の実施状況に応じて、政府のＩＴ総合戦略本

部及び情報セキュリティ政策会議の方針に準じたセキュ

リティ対策を講じる。 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準

群」を踏まえて情報セキュリティ関連規程の改正を行う

とともに、改正後の情報セキュリティ関連規程にのっと

り、情報セキュリティ対策を実施する。 

４ 関係機関等との連携強化 ４ 関係機関等との連携強化 ４ 関係機関等との連携強化 

(1) 効果的な連携方策の策定 (1) 効果的な連携方策の策定 (1) 効果的な連携方策の策定 

  支援センター本部又は地方事務所は，支援センターの

運営の参考とするための関係機関連絡協議会，地方協議

会等の会議等を開催する。これら会議の構成については，

支援センターの業務内容を踏まえ，公正性・中立性かつ

多様性を確保する。 

会議形態を採るもののほか，各業務を実施するに当た

り，窓口対応専門職員の活用を図るなどして，利用者に

対する充実したサービスの提供を図るために最適な方法

での関係機関等との連携の維持・強化を図る。 

本部及び地方事務所は、関係機関・団体との連携を強

化すべく関係機関連絡協議会、地方協議会等の会議を開

催するに当たっては、支援センターの業務運営の公正

性・中立性かつ多様性の確保の観点から、その人選を行

う。 

地方事務所で開催する地方協議会等については、毎年

度、年度計画において当該年度に複数回の地方協議会等

を開催する地方事務所の数を定め、実施する。また、そ

の開催に当たっては、議題、開催時期・場所、開催回数

等を工夫するとともに、参加者に対して支援センターの

業務内容を分かりやすく伝達するほか、参加者に対する

アンケート調査を実施するなどして意見を聴取する。さ

らに、会議の形態を採るもののほか、窓口対応専門職員

や常勤弁護士を活用するなどして、関係機関・団体との

意見交換や研修等を行う。高齢者・障がい者等に対する

法的支援に適切な対応ができるよう、地方公共団体、福

祉機関・団体や弁護士会、司法書士会等とより密接な連

携を図る。 

ア  地方協議会の開催等 

 (ｱ)  本部及び地方事務所は、関係機関・団体との連携

を強化すべく関係機関連絡協議会、地方協議会等の

会議を開催するに当たっては、支援センターの業務

運営の公正性・中立性かつ多様性の確保の観点から、

その人選を行う。 

(ｲ)  28地方事務所以上において、複数回の地方協議会

等を開催する。 

(ｳ)  地方協議会等の開催に当たっては、議題、開催時

期・場所、開催回数等を工夫するとともに、参加者

に対して支援センターの業務に関する具体的情報を

周知するほか、参加者に対するアンケート調査等を

実施するなどして意見を聴取する。 

  また、各地方事務所の取組のうち、参考となる事

例を全国に普及させる。 

イ  関係機関等との連携強化 

(ｱ)  利用者に対する充実したサービスの提供を図ると

ともに、高齢者・障がい者等に対する法的支援に適

切な対応ができるよう、地方公共団体、福祉機関・

団体や弁護士会、司法書士会等の関係機関・団体等

との意見交換や研修等を行い、連携の維持・強化を

図る。 

(ｲ)  司法ソーシャルワーク事業計画を踏まえ、関係機

関とのセミナーや意見交換を行い、今後の巡回相談、

出張相談の実施や個別案件における関係機関との協



【資料３】 

9 

 

働につなげる。 

 (ｳ)  本部において法務省と連携し、総合法律支援関係

省庁等連絡会議等を１回開催し、中央レベルでの連

携・協力関係の維持・充実に努める。本部において

関係機関連絡協議会を開催し、最高裁判所、法務省、

日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会に対して

定期的に支援センターの活動実績を報告するととも

に、今後の活動方針について協議し、支援センター

の運営の参考とする。 

(ｴ)  地方公共団体その他関係機関・団体に対する業務

説明や意見交換会等の回数を前年度に比して増加さ

せるとともに、地方公共団体その他関係機関・団体

が主催する各種会議に参加し、支援センターの関与

の度合いを高める。 

 

(2) 連携強化のための体制構築 (2) 連携強化のための態勢構築 (2) 連携強化のための態勢構築 

 支援センターの業務運営に当たっては，自治体又は福

祉機関・団体等の関係機関との間の極めて密接な連携が

必要とされることに鑑み，その実施を担う地方事務所の

執行部に地方自治・福祉の知識・経験を有する者を起用

し，そのような知識・経験を有する者を職員として採用

ないし育成するなど，連携強化のための多様性のある体

制の構築を行う。 

支援センターの業務運営に当たっては、関係機関との

密接な連携が必要となることに鑑み、その実施を担う地

方事務所の執行部への地方自治・福祉関係等の知識・経

験を有する者の起用や、そのような知識・経験を有する

者の活用を図る観点からの職員の配置など、関係機関と

の連携強化に資する多様性のある体制の確保を図る。 

支援センターの業務運営に当たっては、関係機関・団

体との密接な連携が必要となることに鑑み、その実施を

担う地方事務所の執行部への地方自治・福祉関係等の知

識・経験を有する者の起用や、そのような知識・経験を

有する者の活用を図る観点から職員の配置を行うなど、

関係機関との連携強化に資する多様性のある体制の確保

を図る。 

５ 報酬・費用の立替・算定基準 ５ より公正な報酬・費用の立替・算定基準の体系の構

築 

５ 報酬・費用の立替・算定基準 

 民事法律扶助業務，国選弁護等関連業務の報酬・費用

については，その立替・算定基準について多角的な視点

から検討を行い，その結果の適切な反映を図る。 

民事法律扶助業務、国選弁護等関連業務の報酬・費用

については、国費支出をより適正なものとすること、事

件の困難性や担い手が行う業務内容を適切・公平に反映

させること等の多角的な視点から、立替・算定基準につ

いて検討を行い、その結果の適切な反映を図る。 

 国費支出をより適正なものとすること、事件の困難性

や担い手が行う業務内容を適切・公平に反映させること

等の多角的な視点から、①民事法律扶助業務の報酬・費

用については、立替・算定基準について検討を行い、②

国選弁護等関連業務の報酬・費用については、算定基準

について検討を行うための準備を引き続き行う。 
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６ 自然災害等に関するリスクへの対応の構築 ６ 自然災害等に関するリスクへの対応 ６ 自然災害等に関するリスクへの対応の構築 

 支援センターは，その業務が国民等の権利・利益に直

接関わる極めて公共性の高いものであること等に鑑み，

自然災害等が発生した場合においても業務の継続が可能

な態勢の構築を図る。 

東日本大震災の発生等を踏まえ、自然災害等に関する

リスクに対応するため、支援センターの業務の継続計画

を策定・公表する。 

また、その実効性を担保するため、地方事務所等の安

全性が確保されるよう努めるとともに、業務継続に必要

なバックアップシステムの構築等を行う。 

自然災害等に関するリスクに対応するため、支援セン

ターの業務継続計画策定に必要な情報収集などの準備・

検討を行う。 

次期システムの構築に向けた検討に際して、自然災害

等が発生した場合においても業務継続を可能とするバッ

クアップシステムの構築に向けた検討を行う。 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとる

べき措置 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 支援センターの業務全般に関する効率化 １ 支援センターの業務全般に関する効率化 １ 支援センターの業務全般に関する効率化 

(1) 総論 (1) 総論 (1) 総論 

 支援センターは，主に国費によりその業務を運営する

法人であることから，可能な限りの効率化を反映させた

業務運営体制の整備を進め，以下に掲げる各業務におけ

る効率化に関する目標を達成するほか，業務運営全般に

つき，適時適切な点検・見直しにより，効率的かつ円滑

な業務運営を図る。 

支援センターは、主に国費によりその業務を運営する

法人であることから、可能な限りの効率化を反映させた

業務運営体制の整備を進め、以下に掲げる各業務におけ

る効率化に関する目標を達成するほか、業務運営全般に

つき、適時適切な点検・見直しにより、効率的かつ円滑

な業務運営を図る。 

支援センターは、主に国費によりその業務を運営する

法人であることから、可能な限りの効率化を反映させた

業務運営体制の整備を進め、効率化を図るため、以下に

掲げる各業務における目標を達成するほか、業務運営全

般につき、適時適切な点検・見直しにより、効率的かつ

円滑な業務運営を図る。 

(2) 一般管理費及び事業費の効率化 (2) 一般管理費及び事業費の効率化 (2) 一般管理費及び事業費の効率化 

役職員の報酬，給与について，引き続き，国家公務員

の給与構造改革の趣旨を踏まえた適切な給与体系の維

持，柔軟な雇用形態の活用等による合理化・効率化を行

う。人件費及び公租公課以外の一般管理費及び事業費に

ついて，無駄を排除するとともに，一般競争入札等の競

争的手法の利用の徹底により契約手続の適正性を維持

し，全体として効率化に努める。 

効率的な運営を図る観点から，集約化やアウトソーシ

ングの活用等により，支援センター全体として管理部門

をスリム化することについて検討する。 

ア 人件費については、業務内容に応じた柔軟な雇用形

態の活用及び「国家公務員の給与構造改革」の趣旨を

踏まえた適切な給与体系の維持により、経費の合理

化・効率化を図る。 

また、管理業務の集約化やアウトソーシングの活用

等により、支援センター全体として管理部門をスリム

化することについて検討する。 

イ 業務運営の効率化により、運営費交付金を充当して

行う事業については、新規に追加されるもの、拡充分

等は除外した上で、一般管理費（人件費及び公租公課

を除く。)を、毎年度、前年度比３パーセント削減し、

ア  人件費について、業務内容に応じた柔軟な雇用形態

の活用及び「国家公務員の給与構造改革」の趣旨を踏

まえた適切な給与体系の維持により、合理化・効率化

を図る。 

管理業務の集約化やアウトソーシングの活用等によ

り、支援センター全体として管理部門をスリム化する

ことについて検討する。 

イ  支援センターの果たすべき役割が拡大する中で、司

法に手が届きにくい弱い立場の人への総合法律支援を

的確に実施しながらも、業務運営の効率化を図る。 

具体的には、運営費交付金を充当して行う事業につ



【資料３】 

11 

 

事業費(民事法律扶助事業経費（立替金債権管理事務処

理費を除く。)を除く。）を、毎年度、前年度比１パー

セント削減する。 

ウ 各種契約手続については、競争性、透明性及び公正

性を高めるため、原則として一般競争入札及び企画競

争等の競争的手法により行う。また、少額随意契約に

よる場合においても、複数の業者から見積書を徴する

競争的手法により行う。これらの取組によって、経費

の節減を図る。 

 

いては、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した

上で、以下の削減を行う。 

一般管理費（人件費及び公租公課を除く。）を前年度

比３パーセント削減し、事業費(立替金債権管理事務処

理費以外の民事法律扶助事業経費を除く。）を前年度比

１パーセント削減する。 

ウ  各種契約手続については、競争性、透明性及び公正

性を高めるため、原則として一般競争入札及び企画競

争等の競争的手法により行う。これら競争的手法を活

用するに当たり、複数年契約及び一括調達の効果的活

用を図るほか、特にこれまで一者応札・一者応募にな

っている案件については、公告期間及び履行期間の十

分な確保、公告方法の検討及び仕様書の見直しを行う

など、一層の競争性の確保に努める。 

  また、少額随意契約による場合においても、複数の

業者から見積書を徴する競争的手法により行うととも

に、性質随意契約による場合においては、契約内容の

妥当性及び相当性を十分精査する。これらの取組によ

って、経費の節減を図る。 

(3) 事務所の業務実施体制の見直し (3) 事務所の業務実施体制の見直し (3) 事務所の業務実施体制の見直し 

ア 出張所 

出張所については，取扱件数，利用者の利便性等，地

域における法的ニーズの把握に努め，設置の要否や職員

配置について不断の検討を行い，必要な見直しを行う。 

イ 司法過疎地域事務所 

司法過疎対策地域事務所の設置に際しては，設置基準

の厳格化というこれまでの取組に加え，日本弁護士連合

会が取り組んでいる司法過疎対策との連携を強化するこ

とを前提に，その設置に係る具体的な検討体制や意思決

定プロセスを明確化し，その検討過程を明らかにする。 

また，司法過疎地域事務所ごとの業務量を把握・分析

ア 出張所 

出張所については、取扱件数等の業務量、利用者の

利便性等、地域における法的ニーズの把握に努め、そ

の設置・存置、職員の配置等の必要性について不断に

検討し、必要な見直しを行う。 

イ 司法過疎地域事務所 

(ｱ)  司法過疎地域事務所の設置・存置等に際しては、

設置基準の厳格化というこれまでの取組に加え、そ

の設置に係る具体的な検討体制や意思決定プロセス

を明確化し、その検討過程を明らかにする。 

(ｲ)  司法過疎地域事務所の設置に当たっては、当該地

ア  出張所 

取扱件数等の業務量、利用者の利便性等、地域にお

ける法的ニーズの把握に努め、その設置・存置、職員

の配置等の必要性について検討し、必要な見直しを行

う。 

イ  司法過疎地域事務所 

(ｱ)  設置・存置等について、これまでの設置基準の厳

格化の取組に加え、地域のニーズを踏まえた地方事

務所等からの要望につき、本部でその必要性を検討

し、法務省、日本弁護士連合会等の意見を聴取した

上で最終決定するとともに、その検討過程について
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し，存置の必要性や常勤弁護士の配置人数について検証

の上，業務量を踏まえた必要な見直しを行うとともに，

担当する事件の性質により，事件処理件数が業務量に直

結しないなどの事情がある場合には，その存置の必要性

について十分な説明責任を果たす。 

域の法律事務取扱業務量、実働弁護士数、実働弁護

士１人当たりの人口、地域の要望・支援、日本弁護

士連合会による公設事務所の設置状況、採算性等の

要素について、効率的かつ効果的な業務運営及び支

援センターの業務の補完性の観点をも踏まえ、総合

勘案した上で、必要な地に設置する。 

(ｳ)  司法過疎地域事務所ごとで取り扱う事件の種類・

件数等の業務量を把握・分析し、上記(ｲ)の要素を踏

まえて存置等の必要性や常勤弁護士の配置人数につ

いて不断に検討し、必要な見直しを行い、事件の性

質や関係機関との連携強化への取組など取扱件数が

業務量に直結しないなどの事情がある場合には、そ

の存置等の必要性について、十分な説明責任を果た

す。 

も明らかにする。 

(ｲ)  設置に当たっては、当該地域の法律事務取扱業務

量、実働弁護士数、実働弁護士１人当たりの人口、

地域の要望・支援、日本弁護士連合会による公設事

務所の設置状況、採算性等の要素について、効率的

かつ効果的な業務運営及び支援センターの業務の補

完性の観点をも踏まえ、総合勘案して行う。 

 (ｳ)  司法過疎地域事務所ごとで取り扱う事件の種類・

件数等の業務量を把握・分析し、上記(ｲ)の要素を踏

まえて存置等の必要性や常勤弁護士の配置人数につ

いて不断に検討し、必要な見直しを行う。事件の性

質や関係機関との連携強化への取組など取扱事件数

が業務量に直結しないなどの事情がある場合には、

その存置等の必要性について、十分な説明責任を果

たす。 

２ 事業の効率化 ２ 事業の効率化 ２ 事業の効率化 

(1) 情報提供業務（犯罪被害者支援業務の一部を含む。） (1) 情報提供業務（犯罪被害者支援業務の一部を含む。） (1) 情報提供業務（犯罪被害者支援業務の一部を含む。） 

 コールセンターにおける情報提供について，業務量の

変動を踏まえつつコストの検証を行い，質を維持した上

で効率化できるか不断に検討する。 

コールセンターにおける電話とメールによる情報提供

と地方事務所における電話と面談による情報提供につい

て、それぞれの利点や利用者のニーズを踏まえた上で、

より効率的かつ効果的な情報提供を行う観点から、コー

ルセンターと地方事務所の役割の明確化を図り、コール

センターで対応可能なものについては、地方事務所から

コールセンターへの電話転送も活用しながら、コールセ

ンターの利用の促進を図る。そのために、関係機関・団

体、利用者に対してコールセンター及び地方事務所で行

っている情報提供の種類・内容等について、ホームペー

ジや広報を通じて、あるいは関係機関との打合せ等の機

会を利用して周知を図る。 

また、コールセンターにおける情報提供について、応

ア  利用者において適切な窓口を選択することを可能と

するため、コールセンター及び地方事務所の情報提供

の種類や業務内容等について、ホームページ、広報誌、

ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）を活

用するなどして周知するとともに、関係機関との打合

せ等の機会を利用して周知する。 

イ  引き続き、地方事務所からコールセンターへの電話

転送を行い、情報提供業務の効率的運用を図る。 

ウ  コールセンターにおけるオペレーターの効率的な配

置をすることにより、90 パーセント以上の応答率を維

持し、放棄呼（入電したもののうち、受電できなかっ

たものの件数）の減少に努める。 

エ  コールセンターにおいて、民事法律扶助業務の資力
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答率 90 パーセント以上を維持しつつサービスの向上に

努めながら、業務量の変動を踏まえ、サービスに要した

コストの構造について不断の分析・検討を行い、効率的

な業務運営方法を検討・実施する。 

 

要件確認等の新たなサービスによる業務量の動向を勘

案しながら、１コール当たりの運営経費を前年と同一

の水準に維持する。 

(2) 民事法律扶助業務（震災法律援助業務を含む。） (2) 民事法律扶助業務（震災法律援助事業を含む。） (2) 民事法律扶助業務（震災法律援助事業を含む。） 

 審査の適正を確保しつつ，書面審査・単独審査を活用

するなどの方法により，事務手続の平準化・合理化を図

る。 

被援助者の住居地と事件管轄地域とが極めて離れてい

るなどの場合における常勤弁護士を活用した共同受任に

積極的に取り組むなどして，事件処理の合理化・効率化

を図る。 

審査の適正の観点から合議制の審査を基本としつつ、

簡易な案件について単独審査を行い、援助開始決定時の

単独審査の率について前年度以上の増加に努める。また、

審査の適正を確保しつつ、援助開始決定時に書面審査を

活用したり、援助申込者からの提出書類の合理化などの

取組を進める。これらの取組によって、事務手続の平準

化・合理化を図る。 

被援助者の住居地と事件管轄地域とが極めて離れてい

るなどの事情がある場合に、事案に応じて、両地域ある

いは近接する地域に勤務する常勤弁護士同士による共同

受任に取り組むなどし、事件処理の合理化・効率化を図

る。 

 審査の適正を損なわず合理化を行うため、簡易な案件

について単独審査を行い、単独審査率の前年度以上の増

加に努める。また、審査の適正性を確保しつつ、書面審

査の活用や提出書類の合理化などの取組によって、事務

手続の平準化・合理化を図る。被援助者の住居地と事件

管轄地域とが遠く離れている事案等については、両地域

又は近接する地域に勤務する常勤弁護士同士による共同

受任を検討するなど、事件処理の合理化・効率化に努め

る。 

 

(3) 国選弁護等関連業務 (3) 国選弁護等関連業務 (3) 国選弁護等関連業務 

 国選弁護人等の報酬算定に対する不服申立てへの対応

について，本部及び地方事務所の役割を明確にしたうえ

で，事務を適切に分担し，事務手続の合理化・簡素化を

図る。また，複数事件の包括的な委託の活用により，業

務運営の効率化を図る。 

国選弁護等の報酬・費用の算定に係る不服申立てにつ

いて、地方事務所限りで再算定するのが適切な案件につ

いては、地方事務所限りで処理するなどし、本部と地方

事務所の役割を明確にした上で、適切な業務を分担し、

事務手続の合理化を継続して図る。 

また、業務処理の効率化を図るため、複数事件の包括

的な委託の契約締結に努める。 

  国選弁護等の報酬・費用の算定に係る不服申立てにつ

いて、引き続き、地方事務所限りで再算定するのが適切

な案件は地方事務所限りで処理するなど、本部と地方事

務所の適切な業務分担、事務手続の合理化の進展状況を

注視しつつ、更なる見直しの必要性・相当性について検

討する。 

  国選弁護人契約における一括契約について、弁護士に

対する説明会や説明資料等を利用して周知を行い、契約

数の増加に努める。 

(4) 司法過疎対策業務 (4) 司法過疎対策業務 (4) 司法過疎対策業務 

  司法過疎地域事務所の設置だけでなく，日本弁護士連 司法過疎地域事務所の設置だけでなく、日本弁護士連  司法過疎地域事務所の設置だけでなく、日本弁護士連
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合会及び日本司法書士会連合会等の司法過疎対策と連携

し，支援センターの既存のインフラを活用するなどした

司法過疎地域への弁護士誘導等の方策を検討し，その実

施を図る。 

合会及び日本司法書士会連合会等の司法過疎対策と連携

しつつ、必要に応じて、支援センターの既存インフラに

ついて司法過疎地域事務所が設置されていない司法過疎

地域で開業する弁護士等の利用を認めるなど、より効率

的かつ効果的な形での司法過疎対策を検討する。 

合会、日本司法書士会連合会等の司法過疎対策と連携し

つつ、必要に応じて、支援センターの既存インフラの利

用を認めるなど、より効率的かつ効果的な形での司法過

疎地域における法律サービスの提供を検討する。 

第４ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項 

Ⅲ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

Ⅲ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

１ 情報提供業務 １ 情報提供業務 １ 情報提供業務 

(1) 情報提供業務の質の向上 (1) 情報提供業務の質の向上 (1) 情報提供業務の質の向上 

 コールセンターのオペレーター等に対する覆面調査や

研修の実施等によりオペレーター等の質を向上させ，利

用者に最適で質の高い情報を提供して関係機関への橋渡

しを行う。利用者や支援センターと連携する関係機関か

らの意見を適切に業務改善に活用できる仕組みを構築

し，常に制度の新設，制度内容の変更や社会経済情勢の

変化に応じた情報提供，各種被災者支援情報を始めとす

る利用者に役立つ支援情報のフォローアップに更に配意

するなど，必要に応じ情報提供の内容や方法の改善を行

う。 

ア オペレーター等の質の向上 

情報提供窓口業務について、第三者による客観的評

価を行い、その評価結果を活用して、ケーススタディ

ー等を内容とする研修を企画し、オペレーター等に対

して実施するなど、利用者に最適な情報提供を行う能

力を養成し、オペレーター等の質を向上させる。 

イ 情報提供に係る外国人のニーズへの対応 

コールセンター及び地方事務所において、我が国の

法制度や相談窓口に関する外国人のニーズに適切に対

応するため、外国語による情報提供の態勢を整備する。 

ウ ＦＡＱ等の充実と活用 

常に制度の新設、制度内容の変更や社会経済情勢の

変化に速やかに対応し、利用者からの意見、要望等に

適切に対応するため、ＦＡＱを追加・更新する。 

利用者が必要とする関係機関の詳細な情報を速やか

に提供するため、関係機関と連携するなどして関係機

関情報を追加・更新する。 

さらに、これらの情報の活用を図るため、必要に応

じて支援センターのホームページ上に公表する。 

エ 民事法律扶助制度へのスムーズな橋渡し 

コールセンター利用者が迅速に民事法律扶助に基づ

ア  オペレーター等の質の向上(客観的評価の実施) 

コールセンター及び各地方事務所の情報提供窓口で

の対応に関する第三者による客観的評価をそれぞれ１

回以上実施し、業務内容や電話応対等にフィードバッ

クして業務改善を図ることにより、窓口対応の質の向

上を図る。 

イ  情報提供に係る外国人のニーズへの対応 

地方事務所において、外部委託による通訳サービス

業者を通じた多言語情報提供サービスを提供すること

により、外国人のニーズに適切に対応する。 

ウ  ＦＡＱ等の充実と活用 

常に法制度の新設、制度内容の変更や社会情勢の変

化に速やかに対応し、これらの法制度を紹介するＦＡ

Ｑ、新規に関係を構築した関係機関情報や変更のあっ

た関係機関情報の追加・更新などデータベースの一層

の拡充を図る。震災に関する法制度情報等についても、

逐次更新追加を行う。 

ホームページ上のＦＡＱ公開について、現行の内容

をより充実させるとともに、件数を増加させる。 

エ  民事法律扶助制度へのスムーズな橋渡し 

先行実施しているコールセンターにおける民事法律
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く法律相談援助を受けることができるよう、必要に応

じ、コールセンターにおいて利用者の資力を確認し、

地方事務所へスムーズな橋渡しを行う。 

オ 利用者の利便性の向上 

地方事務所における情報提供の特性をいかしつつ、

地方公共団体、福祉機関・団体等にアウトリーチする

などの情報提供方法等について検討する。 

カ アンケート調査の実施 

ホームページ等を利用した通年のアンケート調査

や、各情報提供についての利用者に対するアンケート

調査を行う。これらの調査において､５段階評価で平均

４以上の満足度の評価を得る。 

扶助資力要件確認の対象地域を拡大し、法律相談を実

施している地方事務所へスムーズな橋渡しを行う。 

オ  利用者の利便性の向上 

  地方事務所における情報提供の特性をいかすため、

司法ソーシャルワーク事業計画を踏まえ、地方公共団

体、福祉機関・団体等と連携した情報提供を実施する。  

カ  アンケート調査の実施 

    ホームページにおける通年のアンケート調査やコー

ルセンター及び地方事務所での期間を設定した情報提

供利用者に対するアンケート調査を実施し、５段階評

価で４以上の満足度の評価を得る。 

(2) 法教育のに資する情報の提供等 (2) 法教育のに資する情報の提供等 (2) 法教育に資する情報の提供 

 国民に身近な司法の実現における法教育の役割が大き

いこと，法教育が紛争の未然防止に役立つことを考慮し，

情報提供業務の一環として，関係機関と連携して地域住

民等に対する法教育に取り組む。その取組に当たっては，

年度計画において具体的な指標ないし事業計画を策定し

た上でこれを実践する。 

法教育関連事業を行っている法務省その他の関係機関

との適切な役割分担を踏まえ、情報提供業務の一環とし

て、それらの関係機関と十分な連携を図りながら、法的

問題に関する地域住民等の対応能力を高めるべく、支援

センターが取り組む基本方針、実施方法等を盛り込んだ

計画を策定・実施し、法教育に資する情報の普及により

一層取り組む。 

全国各地で社会人に向けた法教育に関する講演会及び

意見交換会や常勤弁護士等による地域の実情に応じた活

動等を実施するなどして、法教育に資する情報の普及に

一層取り組む。具体的には、本部主催の社会人・一般市

民向けシンポジウムを年１回開催する。地方事務所にお

ける業務説明を含めた法教育事業を年 1,500 回以上実

施する。 

２ 民事法律扶助業務 ２ 民事法律扶助業務 ２ 民事法律扶助業務 

 (1) 利用者の利便性の向上 (1) 利用者の利便性の向上 

 利用者の情報不足を解消する方策，地理的不便性を解

消する方策等利用者の立場に立った運用のための具体的

措置を検討し，一般管理費及び事業費の効率化に留意し

つつ，これを実践する。審査の適正を確保しつつ，事務

処理方法の工夫等により，援助申込みから必要な援助の

提供までの期間について，具体的な指標を策定した上で，

迅速・適切な援助を行う。 

また，法律相談援助において，利用者のニーズをどの

ア 民事法律扶助業務に係る過年度のデータに基づく事

件動向の分析その他必要な調査を行い、その結果を踏

まえ、一般管理費及び事業費の効率化に留意しつつ、

移動相談車両を用いるなどした巡回・出張相談、夜間

相談やテレビ電話相談等の活用、契約弁護士・司法書

士に関する情報提供の手法等の工夫など、より身近な

援助の方策を検討し、実施する。 

イ 迅速な援助の提供の観点から、審査の適正を確保し

ア  民事法律扶助業務に係る過年度のデータに基づく事

件動向の分析その他必要な調査を行いながら、一般管

理費及び事業費の効率化に留意しつつ、夜間相談やテ

レビ電話相談等を活用した援助の実施や、司法ソーシ

ャルワークの取組も念頭にした、移動相談車両を用い

るなどした巡回・出張相談を活用した援助の実施、被

援助者の状況等に応じて自宅等での出張相談を安全か

つ円滑に実施するための体制の整備を検討する。また、
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程度満たせているのか分析した上で，利用者に対して援

助内容・負担費用の違いを十分に説明するとともに，利

用者の自律性を尊重しつつ，代理援助や書類作成援助に

効果的に結びつける方策を検討・実施する。 

つつ、代理・書類作成援助申込みから援助開始決定ま

での期間の短縮を図るため、標準処理期間を14日間と

し、平均14日以内にその処理を行う地方事務所を全国

８割以上とする。 

ウ 関係機関や利用者からの意見・要望等を適時適切に

契約弁護士・司法書士に伝達するなどし、契約弁護士・

司法書士が提供するサービスの質の向上を図る。 

それぞれの地方事務所で契約弁護士・司法書士に関す

る情報提供の手法等を工夫するなど、利用者の利便性

の向上に取り組む。 

イ  ８割以上の地方事務所において、代理・書類作成援

助申込みから援助開始決定までの平均所要期間を 14 

日以内とする。 

ウ  地方事務所においては、関係機関や利用者からの意

見・要望等について、契約弁護士・司法書士へ適時適

切に伝達するよう努める。 

   本部においては、法制度変更等の全体に関わる事項

について、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会

との協議や情報提供等を通じ、適時適切に契約弁護

士・司法書士への周知徹底を図る。 

 (2) 利用者に対する適切な援助の実施 (2) 利用者に対する適切な援助の実施 

  ア 法律相談援助において、利用者のニーズがどの程度

満たされているか分析をした上で、利用者が代理援助

と書類作成援助を適切に選択できるよう、援助の種

類・内容や負担費用の違いを記載した資料等を整備し、

適時に見直しを行うなど、利用者の意思を尊重しつつ、

代理援助や書類作成援助に効果的に結び付ける方策を

検討・実施する。 

イ 法律相談援助のニーズが高い分野について、当該分

野の関係機関・団体との連携をより一層図り、当該分

野に係るリーフレット等を配布するなどして必要な情

報を的確に周知し、問題解決に代理援助・書類作成援

助が必要な利用者が適切にこれらを利用できる環境の

整備に努める。 

ウ 各地方事務所において、労働・ＤＶ・犯罪被害者・

多重債務等の専門分野に精通した契約弁護士・司法書

ア  法律相談援助における利用者のニーズ分析を通じ、

利用者が代理援助と書類作成援助を適切に選択できる

よう、援助の種類・内容や負担費用の違いを記載した

資料等の整備を進め、代理援助・書類作成援助に効果

的に結び付ける方策を検討する。 

イ  関係機関・団体に関連する分野に係るリーフレット

等を配布するなど、関係機関・団体との連携をより一

層図り、利用者がスムーズに問題解決に必要な代理援

助又は書類作成援助にたどり着くことができる環境の

整備に努める。 

ウ  弁護士会・司法書士会と連携・協力し、労働・ＤＶ・

犯罪被害者・多重債務・外国人等の専門分野に精通し

た契約弁護士・ 司法書士を確保し、地域の実情に応じ

て専門相談の実施・拡充 

  に努める。 
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士を確保し、専門相談の充実を図るとともに、適切な

受任者・受託者の選任に努める。 

３ 国選弁護等関連業務 ３ 国選弁護等関連業務 ３ 国選弁護等関連業務 

(1) 迅速かつ確実な選任・選定態勢の確保 (1) 迅速かつ確実な選任・選定態勢の確保 (1) 迅速かつ確実な選任・選定態勢の確保 

 地域ごとに，裁判所， 検察庁，警察及び弁護士会との

間で協議の場を設けるなどして，迅速かつ確実に，国選

弁護人等の選任等が行われる態勢の確保を図る。裁判所

からの国選弁護人等候補者指名通知請求を受けてから裁

判所に候補を通知するまでの時間について，具体的な指

標を策定した上で，迅速・適切な指名通知を行う。 

ア 迅速かつ確実に国選弁護人及び国選付添人の選任並

びに国選被害者参加弁護士の選定が行われる態勢の確

保を図るため、各地方事務所単位で、裁判所、検察庁、

警察及び弁護士会との間で、各事業年度に１回以上、

定期的な協議の場を設ける。 

イ 裁判所からの国選弁護人等候補指名通知請求を受け

てから裁判所に候補者を通知するまでの所要時間の短

縮を図るため、地方事務所ごとに手続類型別の目標時

間(被疑者国選弁護事件については遅くとも24時間以

内等)を設定し、実施する。 

ア  地方事務所ごとに、国選弁護人及び国選付添人の迅

速かつ確実な選任態勢に関する裁判所、検察庁、警察

及び弁護士会が参加する定期的な協議の場を１ 回以

上設ける。 

イ  地方事務所ごとに事業年度の当初において、裁判所

からの国選弁護人等候補者指名通知請求を受けてから

裁判所に候補を通知するまでの手続類型別の目標時間

（被疑者国選弁護事件については遅くとも 24 時間以

内等）を設定し、実施する。 

(2) 裁判員裁判対象事件への対応態勢の強化・充実 (2) 裁判員裁判対象事件への対応態勢の強化・充実 (2) 裁判員裁判対象事件への対応態勢の強化・充実 
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 弁護士会と連携の上， 裁判所の協力を得て，全ての裁

判員裁判対象事件で，十分な知識・経験を有し，かつ，

集中審理に対応し得る国選弁護人の選任が確実かつ迅速

に行われるよう，国選弁護人の選任態勢を充実強化する。 

裁判員裁判対象事件については，各地方事務所が，弁

護士会と連携の上，裁判所の協力を得て，裁判員裁判対

象事件における刑事弁護に関する知識・経験を多くの弁

護士が共有できるような国選弁護人の選任の運用の工夫

に一段と努める。 

また， 裁判員裁判への適切な対応を可能とするための

常勤弁護士に対する実践的研修を実施し，各地域におけ

る対応態勢の強化・充実に資するよう努める。 

 

 

 

 

 

弁護士会と連携の上、裁判所の協力を得て、全ての裁

判員裁判対象事件で、十分な知識・経験を有し、かつ、

集中審理に対応し得る国選弁護人の選任が確実かつ迅速

に行われるよう、国選弁護人の選任態勢を充実強化する。

その目的を達するため、裁判員裁判にも適切に対応し得

る刑事弁護に高い能力を有する常勤弁護士を確保し、実

務に即した弁護活動についてのノウハウ等の蓄積を行う

とともに、契約弁護士との連携を密接に行うほか、裁判

員裁判の経験や裁判員裁判に関する研修の受講などを登

載条件とする実効性ある裁判員裁判専用の国選弁護人候

補者名簿の整備を全国的に行うなど、一層の選任態勢の

充実に努める。国選弁護人が複数選任される際には、裁

判員裁判対象事件の弁護の経験者と非経験者が選任され

るなど国選弁護人選任の運用の工夫に一層努める。 

  地方事務所ごとに、裁判員裁判対象事件に対する十分

な知識・経験を有し、かつ、集中審理に対応し得る国選

弁護人の選任が確実かつ迅速に行われ、また、裁判員裁

判対象事件における刑事弁護に関する知識や経験を多く

の弁護士が共有できるよう、国選弁護人選任方法の運用

を工夫することなどについて、裁判所及び弁護士会が参

加する定期的な協議の場を１ 回以上設ける。 

常勤弁護士については、裁判員裁判対象事件への適切

な対応を可能とするため、常勤弁護士が実際に担当した

事件について報告・検討等を行う裁判員裁判事例研究研

修を実施するとともに、少人数での模擬尋問・弁論等を

中心とした裁判員裁判専門研修を実施し、各地域におけ

る対応態勢の強化・充実に努める。 

 また、裁判員裁判弁護技術研究室において、常勤弁護

士が担当した終了事件の報告を受けるなどして、随時研

修内容の見直しを図り、より充実した研修の実施に努め

る。 

(3) 契約弁護士のサービスの質の向上に資する取組 (3) 契約弁護士のサービスの質の向上に資する取組 (3) 契約弁護士のサービスの質の向上に資する取組 

関係機関・団体と連携・協力して，制度の変更，裁判

員裁判に関する知識・経験等，契約弁護士が提供するサ

ービスの質の向上に資する情報の収集に努めるととも

に，適時適切に契約弁護士に対する周知を図るなどして，

国選弁護等サービスの質の向上を図る。 

弁護士会等と連携・協力して、制度の変更、裁判員裁

判に関する知識・経験等、契約弁護士が提供するサービ

スの質の向上に資する情報の収集に努め、その情報を適

時適切に契約弁護士に対して周知するなどし、国選弁護

等サービスの質の向上を図る。 

  弁護士会等と連携・協力して、制度の変更、裁判員裁

判等に関する情報を収集した上、これを契約弁護士に適

時適切に周知するため、各地において、弁護士会の協力

を得るなどして、説明会の実施や説明資料の配布等を行

う。 

４ 犯罪被害者支援業務 ４ 犯罪被害者支援業務 ４ 犯罪被害者支援業務 

(1) 犯罪被害者支援業務の質の向上 (1) 犯罪被害者支援業務の質の向上 (1) 犯罪被害者支援業務の質の向上 

 犯罪被害者等に対して的確な情報を効率的に提供する

など，犯罪被害者等に対する充実したサービスの提供を

図るため，被害者支援連絡協議会の場を積極的に活用す

ア 犯罪被害者支援に関し、犯罪被害者支援連絡協議会

の場を積極的に利用するなどして、犯罪被害者等やそ

の支援に携わる者の意見を聴取する機会を地方事務所

ア  利用者のニーズの把握と関係機関との連携 

(ｱ)  地方事務所ごとに、被害者支援連絡協議会やその

分科会等に参加し、意見交換をするなどして、関係機
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るなどして，犯罪被害者等の援助を行う団体その他の者

との連携の維持・強化を図り，ニーズのくみ上げを行い，

その成果を業務に反映する。 

職員の接遇による二次的被害がないよう，犯罪被害者

等の心情に配慮した接遇を行うための研修を行い，職員

の犯罪被害者等に対する対応能力を向上させる。 

各地方事務所において，犯罪被害者等の援助に精通し

ている弁護士を紹介する態勢整備・拡充を図る。各地方

事務所は，犯罪被害者等の援助に精通している女性弁護

士を複数名確保し，更なる増加に努める。 

経済的に余裕のない犯罪被害者等が，民事法律扶助制

度を適切に活用して被害回復を行えるように，適切な情

報提供を行い，犯罪被害者等からの民事法律扶助の援助

申込みに対し，より迅速に援助を開始し，犯罪被害者等

の援助に精通している弁護士の選任などを通じ，充実し

た支援の実施に努める。 

単位で各事業年度に１回以上設け、犯罪被害者等やそ

の支援に携わる者から構成される団体等との連携の維

持・強化を図る。 

また、犯罪被害者等に対する情報提供に関して、で

きる限り効率的な業務運営を行いつつ、これまでの相

談内容やそれへの対応状況、犯罪被害者等及びその支

援に携わる者の意見等からニーズをくみ上げる。 

これらの取組を踏まえ、必要に応じて業務の改善等、

適切な対応を行うとともに、弁護士会等の関係機関と

連携して、支援センターを通じて犯罪被害者支援に携

わる弁護士が提供するサービスの質の向上に努める。 

イ 犯罪被害者支援に関し、犯罪被害者等の心情に十分

に配慮した懇切・丁寧かつ迅速・適切な対応に努める。 

また、支援センターが提供する犯罪被害者支援の内

容及び質を全国的に均質かつ一定の水準以上のものと

するため、犯罪被害者等に対する窓口における情報提

供を担当する職員に対し、二次的被害の防止のための

方策等の研修を各事業年度に１回以上実施する。 

ウ 各地方事務所単位において、弁護士会等と連携して、

犯罪被害者支援に精通している弁護士の確保に努め

る。とりわけ、犯罪被害者支援に精通している女性弁

護士について、複数名を確保した上で、毎年度、前年

度より全国の契約者数の更なる増加に努める。このよ

うな取組を通じ、犯罪被害者支援に精通している弁護

士を紹介する態勢の整備・拡充を図る。 

エ 経済的に困っている犯罪被害者等が民事法律扶助制

度等を確実に利用できるよう、専門相談から弁護士の

選任までの手続を整備するなどして、より迅速な援助

開始、専門的知見を有する適切な弁護士の選任等に努

める。 

関・団体との連携・協力関係の維持・強化を図る。 

(ｲ)  地方事務所ごとに、犯罪被害者等やその支援に携

わる者の意見を聴取する機会を１ 回以上設け、聴取

した意見等からニーズをくみ上げる。 

(ｳ)  弁護士会等の関係機関と連携して、支援センター

を通じて犯罪被害者支援に携わる弁護士に関する利

用者からの意見や犯罪被害者支援に関連する法制度

等について、情報交換や協議の場を設け、必要に応じ

て支援センターの業務改善の参考にするなど、適切な

対応を行う。 

イ  犯罪被害者支援に係る職員の質の向上 

(ｱ)  犯罪被害者支援に関して、これまでの相談内容や

対応状況、犯罪被害者等の意見を踏まえて、犯罪被害

者等の心情に配慮した懇切・丁寧かつ迅速・適切な対

応に努める。 

(ｲ)  犯罪被害者等に対する窓口における情報提供を担

当する職員に対し、二次的被害の防止のための方策等

の研修を１回以上実施する。 

ウ  弁護士会と連携・協力し、犯罪被害者支援に精通し

ている女性弁護士の複数名確保と前年度より犯罪被害

者支援に精通している弁護士の人数の増加に努める。

このような取組を通じ、被害者等の個々の状況に応じ

た必要なサービス提供ができるよう、紹介態勢の整備

に努める。 

エ  経済的に余裕のない犯罪被害者が民事法律扶助制度

や日本弁護士連合会委託援助制度を確実に利用できる

よう、適切かつ積極的な情報提供等を行う。 

(2) 被害者参加旅費等支給業務の適切な実施 (2) 被害者参加旅費等支給業務の適切な実施 (2) 被害者参加旅費等支給業務の適切な実施 
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 被害者参加旅費等支給業務について，裁判所との連携

を図りながら，迅速かつ適切にその業務を遂行するよう

努める。 

公判期日に出席する被害者参加人に対する旅費等の支

給については、これを迅速に行うため、裁判所と密接な

連携を図りながら、受理から支給までの目標期間(おおむ

ね２週間以内)を定め、実施する。 

  被害者参加人に対する旅費等について、裁判所等と密

接な連携を図りながら、請求の受理からおおむね２週間

以内に支給する。 

第５ 財務内容の改善に関する事項 Ⅳ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金

計画 

Ⅳ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金

計画 

１ 自己収入の獲得 １ 自己収入の獲得 １ 自己収入の獲得 

 寄附金の受入れや有償事件の受任等により，自己収入

の獲得・確保に努める。 

また，支援センターの業務の実施に当たっては，国と

地方の役割分担の観点を踏まえつつ，地方公共団体その

他関係機関・団体からの財政的支援の獲得に努める。 

(1)  寄附金収入 

新たな寄附の受入れ方法を検討・実施するなどし

て、一般人からの寄附等の寄附金の受入れ等による自

己収入の獲得に努める。 

(2)  有償受任等による自己収入 

司法過疎地域に設置した事務所において、民事法律

扶助事件、国選弁護等関連事件に適切に対応した上

で、有償事件の受任等により、自己収入を確保する。 

(3)  財政的支援の獲得 

地方公共団体その他関係機関・団体からの財政的支

援（例えば、事務所の無償又は廉価な賃貸料での貸与

等）の獲得に努める。 

寄附金の受入れ等による自己収入の獲得を図るため、

新たな寄附の受入れ方法の検討等を行う。 

 司法過疎地域に設置した事務所においては、民事法律

扶助事件、国選弁護等関連事件に適切に対応した上で、

有償事件の受任等により、自己収入を確保する。 

地方公共団体その他関係機関・団体からの財政的支援

（例えば、事務所の無償又は廉価な賃貸料での貸与等）

の獲得に努める。 

２ 民事法律扶助における立替金債権等の管理・回収 ２ 民事法律扶助における立替金債権等の管理・回収 ２ 民事法律扶助における立替金債権等の管理・回収 

 回収した立替金等が将来の民事法律扶助の被援助者へ

の立替金に充てられるという相互扶助の観点から，立替

金債権等の管理・回収が民事法律扶助業務の重要な一要

素であることを踏まえ，以下の(1)ないし(3)の立替金債

権等の管理・回収の取組を行う。 

民事法律扶助制度は、弁護士・司法書士費用を立て替

える制度であり、その実施のために国費が投入されてい

ることから、財政負担を抑制しつつ、援助を必要とする

国民等に適切にサービスを提供することが極めて重要で

あるとともに、回収した立替金等が将来の民事法律扶助

の被援助者への立替金に充てられるという相互扶助の観

点から立替金債権等の適切な管理・回収が極めて重要で

ある。そのために、これまでに実施した取組の効果を検

証の上、債権管理システムの導入によって得られたデー

タも活用するなどし、以下の取組を行う。 

 立替金債権等の管理・回収について、これまで実施し

てきた取組の効果を検証の上、債権管理システムより得

られたデータも活用するなどし、以下の取組を行う。 
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(1) 効率的かつ効果的な立替金債権等の管理・回収方法

の工夫 

(1)  効率的かつ効果的な立替金債権等の管理・回収方法

の工夫 

(1)  効率的かつ効果的な立替金債権等の管理・回収方法

の工夫 

 債権管理システムの導入によって得られたデータを活

用し，関係部課が十分に連携するなどして，民事法律扶

助の被援助者の属性や立替金等の償還状況を分析し，そ

の償還の滞納の理由・事情に応じた効率的かつ効果的な

立替金債権等の管理・回収の取組を実施する。 

次の①から⑦の取組により、償還を要すべき者からの

立替金債権等の回収に最大限努力して償還額の増加を図

りつつ、他方で、事件の解決により財産的な利益を得ら

れず、資力も回復していない生活保護受給者に係る立替

金等、償還の見込みがない立替金債権等については、償

却も含めてその処理を検討することによって債権管理コ

ストの削減を図るなど、効率的で効果的な管理・回収を

図る。 

①  集中的に立替金債権等の管理・回収を行うための態

勢を整備する。 

②  償還率の高い地方事務所における取組を分析し、そ

の長所をいかした全国一律の督促方針を立てて実施す

る。その実施に当たっては、年度ごと、地方事務所ご

とに立替金債権等の管理・回収計画を策定し、毎年度、

その管理・回収状況について検証した上、不断に必要

な見直しを行う。 

③  援助開始時や償還開始時等における償還制度の説明

を更に徹底するなどし、被援助者の償還に向けた意識

付けを強化する。 

④  自動払込方法の多様化を図る。 

⑤  電話による督促を含め、被援助者との連絡を密にし

て、その生活状況等に応じた償還月額の調整を行い、

継続的な償還を図る。 

⑥  コンビニエンスストアを利用した償還方法を整備す

るなどして、初期滞納の段階での回収の改善を図る。 

⑦  裁判所への支払督促の申立ての活用を図る。 

次の①から⑦の取組により、償還を要すべき者から立

替金債権等の回収に最大限努力して償還額の増加を図り

つつ、他方で、事件解決による財産的利益を得られず、

資力も回復していない生活保護受給者に係る立替金等、

償還の見込みがない立替金債権等については、償却も含

めて処理を検討することにより債権管理コストの削減に

努めるなど、効率的で効果的な管理・回収を図る。 

①  集中的に立替金債権等の管理・回収を行うための態

勢整備に継続的に取り組み、効率的で効果的な督促等

を行う。 

②  償還率の高い地方事務所における取組を分析し、そ

の長所をいかした全国一律の督促方針を立てて、地方

事務所ごとに立替金債権等の管理・回収計画を策定し、

実施する。地方事務所ごとの管理・回収計画の策定に

当たっては、管理・回収状況について検証した上で必

要な見直しを行う。 

③  援助開始時や償還開始時等の機会を捉えて、引き続

き、償還制度や償還方法の説明を徹底するなど、被援

助者の償還に向けた意識付けを強化する。 

④  自動払込方法の多様化の取組を推進しつつ、自動払

込方法以外の支払方法も検討する。 

⑤  電話や手紙による督促等によって、被援助者との連

絡を密にして、その生活状況等に応じた償還月額の調

整を行い、継続的な償還を図る。 

⑥  コンビニエンスストアを利用した償還方法の運用と

督促方法の工夫等により、初期滞納段階での回収の改

善を図る。 

⑦  長期滞納者等に対しては、裁判所への支払督促の申

立てを行う。 
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(2) 償還率の向上 (2) 償還率の向上 (2) 償還率の向上 

 立替金債権等の管理・回収についての取組が適切に反

映され，回収見込みのある債権について，効率的かつ効

果的に管理・回収が行われたかが検証可能な指標として

償還率を定義付けた上，その償還率の向上を図る。 

回収見込みのある債権について、効率的かつ効果的に

回収が行われたかについての検証が可能な指標として償

還率(当該年度に償還されるべき要回収額に対する償還

実績額の割合)を設定し、上記(1)の取組によって、前年

度以上の向上に努める。 

 上記(1)の取組により、償還率(当該年度に償還される

べき要回収額に対する償還実績額の割合)の向上に努め

る。 

(3) 立替金債権等の管理・回収状況の開示 (3) 立替金債権等の管理・回収状況の開示 (3) 立替金債権等の管理・回収状況の開示 

 発生年度ごとの立替金債権等の管理・回収状況（実績

等）や立替金債権等の償還総額等に関する情報・データ

を業務実績報告書で開示する。 

発生年度ごとの立替金債権等の管理・回収状況、立替

金債権等の償還総額等の基本的なデータについて、業務

実績報告書で明らかにする。 

 発生年度ごとの立替金債権等の管理・回収状況、償還

総額等の基本的なデータについて、平成27年度業務実績

報告書にて開示する。 

３ 立替金等の悪質な償還滞納者等への対応の構築 ３ 立替金等の悪質な償還滞納者への対応の構築 ３ 立替金等の悪質な償還滞納者への対応の構築 

 地方事務所ごとに立替金等の悪質な償還滞納者等への

対応が異なることがないよう，本部において統一的な対

応方針を策定し，各地方事務所へ周知・徹底を図るとと

もに，必要に応じて公表する。 

正当な理由なく償還金を滞納する利用者や民事法律扶

助制度を濫用する利用者に対しては、契約を解除したり、

再度の援助申込みについて援助不開始決定をするなど、

本部において統一的な対応方針を策定する。その対応方

針については、各地方事務所への周知を図るとともに、

必要に応じて公表する。 

 正当な理由なく償還金を滞納する利用者や民事法律扶

助制度を濫用する利用者に対し、契約を解除したり、再

度の援助申込みについて援助不開始決定をしたりするた

めの統一的な対応方針策定に向け、本部での検討を進め

る。 

  ４ 委託援助業務 
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   日本弁護士連合会及び公益財団法人中国残留孤児援護

基金と連携し、各援助業務が全国でより多く利用される

よう、制度の広報を行うとともに、適切に援助決定を行

う。 

(1)  日本弁護士連合会委託援助業務 

日本弁護士連合会からの委託を受け、総合法律支援

法が規定する支援センターによる民事法律扶助制度

や国選弁護制度等でカバーされていない者を対象と

して、人権救済の観点から弁護士費用等の援助を行

う。 

(2)  中国残留孤児援護基金委託援助業務 

公益財団法人中国残留孤児援護基金からの委託を

受け、身元が判明している中国残留邦人等が、戸籍に

関する手続を行う場合に、弁護士による法的援助を提

供する。 

４ 財務内容の公表 ４ 財務内容の公表 ５ 財務内容の公表 

 財務内容の一層の透明性を確保する観点から，セグメ

ント情報等の決算情報の公表の充実を図る。 

 財務内容について、一層の透明性を確保し、国民その

他の利害関係者への説明責任を果たすため、支援センタ

ーの各事業のセグメント情報を事業報告書に記載する

等、より分かりやすい形で決算情報の公表を行う。 

  財務内容について、一層の透明性を確保し、国民その

他の利害関係者への説明責任を果たすため、財務諸表及

び業務実績報告書のデータと関連付けたセグメント情報

（業務別の財務情報）を事業報告書に記載する等、より

分かりやすい形で決算情報の公表を行う。 

 ５ 予算、収支計画及び資金計画 ６ 予算、収支計画及び資金計画 

 【資料３ 別紙１】のとおり 【資料３ 別紙２】のとおり 

 Ⅴ 短期借入金の限度額 Ⅴ 短期借入金の限度額 

 短期借入金の限度額は35億円とする。 

この短期借入金は、運営費交付金等の資金の出入に時

間差が生じた場合、その他不測の事態が生じた場合に充

てるために用いるものとする。 

短期借入金の限度額は35 億円とする。 

 この短期借入金は、運営費交付金等の資金の出入に時

間差が生じた場合、その他不測の事態が生じた場合に充

てるために用いるものとする。 
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 Ⅵ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産

がある場合の当該財産の処分に関する計画 

Ⅵ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産

がある場合の当該財産の処分に関する計画 

 なし。 なし。 

 Ⅶ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 

Ⅶ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 

 なし。 なし。 

 Ⅷ 剰余金の使途 Ⅷ 剰余金の使途 

 剰余金は、情報提供に関する業務の充実、制度周知徹

底活動の充実及び職員研修の充実に充てる。 

  剰余金は、情報提供に関する業務の充実、制度周知徹

底活動の充実及び職員研修の充実に充てる。 

第６ その他業務運営に関する重要事項 Ⅸ その他法務省令で定める業務運営に関する事項 Ⅸ その他法務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 認知度の向上に向けた取組の充実 １ 認知度の向上に向けた取組の充実 １ 認知度の向上に向けた取組の充実 

 支援センターが提供する法的サービスを必要とする者

が支援センターの存在・役割を認知できるよう，窓口対

応専門職員を活用するなどして地方公共団体等との連携

を図りつつ，効率的かつ効果的に支援センターの認知度

を高める。 

(1)  広報計画の策定等 

基本方針、実施媒体等を盛り込んだ広報計画を各年

度策定し、効率的かつ効果的な広報活動に取り組む。 

また、広報活動に要した費用及びその効果につい

て、アンケート調査結果等を参考にして事後に分析

し、翌年度の広報計画に反映させる。 

(2)  効果の高い広報活動の実施 

認知経路として上位を占めるテレビ広告、ホームペ

ージ等に加え、プレスリリース・記者説明会を機動的

に開催する。また、情報伝達手段の多様化など社会の

変化も踏まえ、ソーシャルネットワーキングサービス

（ＳＮＳ）等のメディア媒体を広報媒体として活用す

る。これらの取組によって、効果の高い広報活動を実

施する。 

(3)  関係機関との連携を通じた広報活動の実施 

支援センターが提供する法的サービスを必要とす

る者が支援センターの存在や役割を認知できるよう、

省庁、地方公共団体、福祉機関・団体等に対して支援

(1)  広報計画の策定等 

基本方針、実施媒体等を盛り込んだ広報計画を策定

し、効率的かつ効果的な広報活動に取り組む。 

また、認知度調査（ニーズ調査を含む。）結果を分

析することにより、効果的な広報活動方針を策定し、

翌年度の広報計画に反映させる。 

(2)  効果の高い広報活動の実施 

テレビ広告、インターネット広告、ホームページ等

様々な広報媒体を連動させた広報を実施することに

加え、本部・地方事務所において、積極的に記者説明

会（プレスリリース）を開催する。 

また、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮ

Ｓ）等のメディア媒体を活用し、間断ない情報発信方

法による広報活動を実施する。 

(3)  関係機関との連携を通じた広報活動の実施 

法的サービスの提供が必要な者に効果的に情報を

伝達するため関係機関・団体との連携を通じた周知活

動を実施する。 
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センターの業務内容等を的確に伝え、認識を深めても

らうことにより、これら関係機関と連携した効果的な

広報活動に努める。 

(4)  認知度の向上 

支援センターがより多くの市民に利用され頼りに

される存在となるよう、上記(1)から(3)の方法によ

り、支援センターの認知度を前年度以上に向上させる

よう努める。 

また、支援センターの業務内容や課題が広く周知さ

れるよう「法テラス白書」、総合法律支援に関する論

稿「総合法律支援論叢」を定期的に発行し、関係機関・

団体等に配布する。 

(4)  認知度の向上 

認知度調査を実施し、平成27 年度に実施した広報

効果を適切に検証する。 

また、支援センターがより多くの市民に利用され頼

りにされる存在となるよう、上記(1)から(3)の方法に

より、支援センターの認知度を前年度以上に向上させ

るよう努める。 

２ 業務運営の体制維持 ２ 施設・設備、人事に関する計画 ２ 施設・設備、人事に関する計画 

 利用者のニーズに機動的かつ柔軟に対応し，かつ，効

率的で効果的な業務運営のために必要な人的・物的体制

の維持を図る。 

既存業務の業務量の変動及び新規業務の追加による業

務量の変動に応じた施設・設備・人的体制の確保を図る。 

また、組織の活性化を図るため、国家公務員の人事評

価制度に準じた評価制度などを活用しながら、能力主義

に基づく的確な人事配置に取り組む。 

既存業務の業務量の変動及び新規業務の追加による業

務量の変動に応じた施設・設備・人的体制の確保を図る。 

 また、組織の活性化を図るため、国家公務員の人事評

価制度に準じた評価制度などを活用しながら、能力主義

に基づく的確な人事配置に取り組む。 

 



別　紙別　紙別　紙別　紙

○全体の予算 （単位：百万円）

収　入

　運営費交付金 57,240

　政府出資金 0

　受託収入 66,356

　補助金等収入 397

　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 47,624

　事業外収入 326

171,944

支　出

　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 29,319

　　うち人件費 20,645

　　　　物件費 8,674

　事業経費 76,269

　　うち民事法律扶助事業経費 72,948

　　　　その他事業経費 3,320

　受託経費 66,356

　　うち国選弁護人確保事業経費  53,524

　　　　被害者参加旅費等支給事業経費 116

　　　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 12,715

　　　　　　うち人件費 10,611

　　　　　　　　物件費 2,105

171,944

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※　国選弁護人確保業務等に係る経費又は一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等

　支給業務に係る経費又は一般管理費をいう。

【運営費交付金算定ルール】

　　平成２６年度から同２９年度は積上げ方式とする。

　　運営費交付金＝人件費　＋　{（その他一般管理費 ＋ β）　×α1　＋　事業経費  ×α2 } 

    ×消費者物価指数－自己収入　

　　人件費＝役職員給与（非常勤職員を含む。 ）×γ＋ 退職手当 ＋ 職員厚生経費

　　その他一般管理費＝施設経費 ＋ 執務体制整備等経費 ＋ 制度周知徹底経費

　　事業経費＝ 情報提供事業経費 ×σ1 ＋ 民事法律扶助事業経費 ×σ2  ＋ 司法過

　　疎対策事業経費 ×σ3 ＋ 特殊要因

   　自己収入＝各事業年度の自己収入の見積額×θ

【注記】

１　その他一般管理費には、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に係る経費は含まれない。

2　事件数等の将来において変動し得る要素については反映していない。

3　平成２６年度以降の一般管理費及び事業経費についての効率化係数、並びに運営費交付金を充当して行う事

    業については、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、以下の係数値を決定。

 　 α１：一般管理費（人件費及び公租公課を除く。)を、毎年度、前年度比３パーセント程度（推定）を削減すること

　　　　となるよう、当該事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。

 　 α２：事業費(民事法律扶助事業経費（立替金債権管理事務処理費を除く。)を除く。）を、毎年度、前年度比

　　　　１パーセント程度（推定）を削減することとなるよう、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度に

　　　　おける具体的な係数値を決定。

　　β：政策係数の要因（事業経費の増等）に伴う一般管理費の増分。

　　γ：人件費調整係数。各事業年度の予算編成過程において給与昇給率等を勘案して、当該事業年度に

　　　　おける具体的な係数値を決定。

　　σ1,σ2,σ3：政策係数（各事業経費ごとに設定）。前年度比の各事業経費（国選弁護人確保事業経費及び

　　　　被害者参加旅費等支給事業経費を除く。）の増分割合を想定。各事業年度の予算編成過程において、

　　　　当該事業年度における具体的な係数値を決定。

　　消費者物価指数：各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。

  　特殊要因：特殊要因に基づいて増加する経費。

　　θ：自己収入の増加策等を勘案した係数として、各事業年度における予算編成過程において当該事業年度

　　　　における具体的な係数値を決定。

中 期 計 画 予 算

（平成２６年度～平成２９年度）

計

計

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額
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4　各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な必要経費を決定。

５　震災法律援助事業については、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務

　　の特例に関する法律に基づき、平成27年３月31日まで実施するとの前提で必要な経費を決定。

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等】

　　・効率化係数（α1）：中期目標期間中は、0.97と仮定した。

　  ・効率化係数（α2）：中期目標期間中は、0.99と仮定した。

　　・消費者物価指数：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・人件費調整係数（γ）：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・政策係数（σ１）：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・政策係数（σ2）：中期目標期間中は、民事法律扶助事業経費のうち立替金債権管理事務処理費については、

　　　1.00と仮定した。

　　・政策係数（σ3）：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・自己収入係数（θ）：中期計画予算の見積りにおいては、平成２６年度は0.82、平成２７年度は1.03、平成２８

　　 年度は1.01、平成２９年度は1.01と仮定した。

【資料３　別紙１】



○一般勘定 （単位：百万円）

収　入

　運営費交付金 57,240

　政府出資金 0

　補助金等収入 397

　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 47,624

　事業外収入 326

105,588

支　出

　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 29,319

　　うち人件費 20,645

　　　　物件費 8,674

　事業経費 76,269

　　うち民事法律扶助事業経費 72,948

　　　　その他事業経費 3,320

105,588

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※　国選弁護人確保業務等に係る経費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に係る

　経費をいう。

【運営費交付金算定ルール】

　　平成２６年度から同２９年度は積上げ方式とする。

　　運営費交付金＝人件費　＋　{（その他一般管理費 ＋ β）　×α1　＋　事業経費  ×α2 } 

    ×消費者物価指数－自己収入　

　　人件費＝役職員給与（非常勤職員を含む。 ）×γ＋ 退職手当 ＋ 職員厚生経費

　　その他一般管理費＝施設経費 ＋ 執務体制整備等経費 ＋ 制度周知徹底経費

　　事業経費＝ 情報提供事業経費 ×σ1 ＋ 民事法律扶助事業経費 ×σ2  ＋ 司法過

　　疎対策事業経費 ×σ3 ＋ 特殊要因

   　自己収入＝各事業年度の自己収入の見積額×θ

【注記】

１　その他一般管理費には、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に係る経費は含まれない。

2　事件数等の将来において変動し得る要素については反映していない。

3　平成２６年度以降の一般管理費及び事業経費についての効率化係数、並びに運営費交付金を充当して行う事

    業については、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、以下の係数値を決定。

 　 α１：一般管理費（人件費及び公租公課を除く。)を、毎年度、前年度比３パーセント程度（推定）を削減すること

　　　　となるよう、当該事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。

 　 α２：事業費(民事法律扶助事業経費（立替金債権管理事務処理費を除く。)を除く。）を、毎年度、前年度比

　　　　１パーセント程度（推定）を削減することとなるよう、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度に

　　　　おける具体的な係数値を決定。

　　β：政策係数の要因（事業経費の増等）に伴う一般管理費の増分。

　　γ：人件費調整係数。各事業年度の予算編成過程において給与昇給率等を勘案して、当該事業年度に

　　　　おける具体的な係数値を決定。

　　σ1,σ2,σ3：政策係数（各事業経費ごとに設定）。前年度比の各事業経費（国選弁護人確保事業経費及び

　　　　被害者参加旅費等支給事業経費を除く。）の増分割合を想定。各事業年度の予算編成過程において、

　　　　当該事業年度における具体的な係数値を決定。

　　消費者物価指数：各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。

  　特殊要因：特殊要因に基づいて増加する経費。

　　θ：自己収入の増加策等を勘案した係数として、各事業年度における予算編成過程において当該事業年度

　　　　における具体的な係数値を決定。

中 期 計 画 予 算

（平成２６年度～平成２９年度）

計

計

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額
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4　各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な必要経費を決定。

５　震災法律援助事業については、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務

　　の特例に関する法律に基づき、平成27年３月31日まで実施するとの前提で必要な経費を決定。

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等】

　　・効率化係数（α1）：中期目標期間中は、0.97と仮定した。

　  ・効率化係数（α2）：中期目標期間中は、0.99と仮定した。

　　・消費者物価指数：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・人件費調整係数（γ）：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・政策係数（σ１）：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・政策係数（σ2）：中期目標期間中は、民事法律扶助事業経費のうち立替金債権管理事務処理費については、

　　　1.00と仮定した。

　　・政策係数（σ3）：中期目標期間中は、1.00と仮定した。

　　・自己収入係数（θ）：中期計画予算の見積りにおいては、平成２６年度は0.82、平成２７年度は1.03、平成２８

　　 年度は1.01、平成２９年度は1.01と仮定した。
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○国選弁護人確保業務等勘定 （単位：百万円）

収　入

　受託収入 66,356

66,356

支　出

　受託経費 66,356

　　うち国選弁護人確保事業経費 53,524

　　　　被害者参加旅費等支給事業経費 116

　　　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 12,715

　　　　　　うち人件費 10,611

　　　　　　　　物件費 2,105

66,356

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等

　支給業務に係る一般管理費をいう。

中 期 計 画 予 算

（平成２６年度～平成２９年度）

計

計

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額
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○全体の収支計画 （単位：百万円）

費用の部 171,944

　経常費用 171,944

　　事業経費 76,269

　　　 うち民事法律扶助事業経費 72,948

　 　　　 　その他事業経費 3,320

　　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 29,319

　 　　うち人件費 20,645

　　  　　　物件費 8,674

　　受託経費 66,356

　　うち国選弁護人確保事業経費 53,524

　　　　被害者参加旅費等支給事業経費 116

　　　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 12,715

　　　　  　　うち人件費 10,611

　　　　  　 　　　物件費 2,105

　　減価償却費 －

　財務費用 －

　臨時損失 －

収益の部 171,944

　運営費交付金 57,240

　政府出資金 0

　受託収入 66,356

　補助金等収入 397

　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 47,624

　事業外収入 326

純利益 0

目的積立金取崩 －

総利益 0

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※　国選弁護人確保業務等に係る経費又は一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加

　旅費等支給業務に係る経費又は一般管理費をいう。

収 支 計 画

（平成２６年度～平成２９年度）

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額
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○一般勘定 （単位：百万円）

費用の部 105,588

　経常費用 105,588

　　事業経費 76,269

　　　 うち民事法律扶助事業経費 72,948

　 　　　 　その他事業経費 3,320

　　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 29,319

　 　　うち人件費 20,645

　　  　　　物件費 8,674

収益の部 105,588

　運営費交付金 57,240

　政府出資金 0

　補助金等収入 397

　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 47,624

　事業外収入 326

純利益 0

目的積立金取崩 －

総利益 0

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※　国選弁護人確保業務等に係る経費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に

　係る経費をいう。

収 支 計 画

（平成２６年度～平成２９年度）

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額
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○国選弁護人確保業務等勘定 （単位：百万円）

費用の部 66,356

 　受託経費 66,356

　　うち国選弁護人確保事業経費 53,524

　　　　被害者参加旅費等支給事業経費 116

　　　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 12,715

　　　　　　うち人件費 10,611

　　　　　　　　物件費 2,105

収益の部 66,356

　受託収入 66,356

純利益 0

目的積立金取崩 －

総利益 0

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

※　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等

　支給業務に係る一般管理費をいう。

収 支 計 画

（平成２６年度～平成２９年度）

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

【資料３　別紙１】



○全体の資金計画 （単位：百万円）

資金支出 171,944

　経常費用 171,944

　　業務活動による支出 171,944

　　投資活動による支出 0

　　財務活動による支出 0

　　次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 171,944

　業務活動による収入 171,944

　　運営費交付金による収入 57,240

　　受託収入 66,356

　　その他の収入 48,348

　投資活動による収入 0

　財務活動による収入 0

　　政府出資金による収入 0

　前期中期目標の期間よりの繰越金 0

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

資 金 計 画

（平成２６年度～平成２９年度）

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

【資料３　別紙１】



○一般勘定 （単位：百万円）

資金支出 105,588

　経常費用 105,588

　　業務活動による支出 105,588

　　投資活動による支出 0

　　財務活動による支出 0

　　次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 105,588

　業務活動による収入 105,588

　　運営費交付金による収入 57,240

　　その他の収入 48,348

　投資活動による収入 0

　財務活動による収入 0

　　政府出資金による収入 0

　前期中期目標の期間よりの繰越金 0

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

資 金 計 画

（平成２６年度～平成２９年度）

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

【資料３　別紙１】



○国選弁護人確保業務等勘定 （単位：百万円）

資金支出 66,356

　経常費用 66,356

　　業務活動による支出 66,356

　　投資活動による支出 0

　　財務活動による支出 0

　　次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 66,356

　業務活動による収入 66,356

　　受託収入 66,356

　投資活動による収入 0

　財務活動による収入 0

　前期中期目標の期間よりの繰越金 0

※　各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

資 金 計 画

（平成２６年度～平成２９年度）

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

【資料３　別紙１】



　(別紙)

○全体の予算 （単位：百万円）

収　入

　運営費交付金 15,206

　受託収入 18,476

　補助金等収入 67

　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 11,116

　事業外収入 306

45,170

支　出

　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 7,848

　　 うち人件費 5,358

　　　  　物件費 2,490

　事業経費 18,846

　　 うち民事法律扶助事業経費 17,820

　 　　 　その他事業経費 1,026

　受託経費 18,476

　 　うち国選弁護人確保事業経費  12,757

　 　　 　被害者参加旅費等支給事業経費 51

　 　 　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 3,302

　　　　　 　うち人件費 2,702

　　　 　　　　 　物件費 600

　　 うち日本弁護士連合会等委託支援事業経費 2,253

　　　  　日本弁護士連合会等委託支援業務に係る一般管理費 113

　　　　  　　うち人件費 92

　　　　   　　　　物件費 21

45,170

※　国選弁護人確保業務等に係る経費又は一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等

　支給業務に係る経費又は一般管理費をいう。

※　各欄の積算額と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

計

計

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度予算

【資料３　別紙２】

00000565
長方形



○一般勘定 （単位：百万円）

収　入

　運営費交付金 15,206

　補助金等収入 67

　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 11,116

　事業外収入 306

　受託収入 2,366

29,060

支　出

　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 7,848

　　 うち人件費 5,358

　　 　 　物件費 2,490

　事業経費 18,846

　　 うち民事法律扶助事業経費 17,820

　　  　　その他事業経費 1,026

  受託経費 2,366

　　 うち日本弁護士連合会等委託支援事業経費 2,253

　　　　　日本弁護士連合会等委託支援業務に係る一般管理費 113

　　　　  　　うち人件費 92

　　　　  　 　　　物件費 21

29,060

※　国選弁護人確保業務等に係る経費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に

　係る経費をいう。

※　各欄の積算額と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

計

計

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度予算

【資料３　別紙２】



○国選弁護人確保業務等勘定 （単位：百万円）

収　入

　受託収入 16,110

16,110

支　出

　受託経費 16,110

　　 うち国選弁護人確保事業経費 12,757

　　 　 　被害者参加旅費等支給事業経費 51

　　  　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 3,302

　　　　　 　うち人件費 2,702

　　　 　　　　　 物件費 600

16,110

※　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給

　業務に係る一般管理費をいう。

計

計

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度予算

【資料３　別紙２】



○全体の収支計画 （単位：百万円）

費用の部 45,170

　 経常費用 45,170

　　　事業経費 18,846

　　　　　うち民事法律扶助事業経費 17,820

　 　　  　　　その他事業経費 1,026

　　　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 7,848

　 　　 　うち人件費 5,358

　　  　　　 　物件費 2,490

　　　受託経費 18,476

　  　　  うち国選弁護人確保事業経費 12,757

　　　　  　 　被害者参加旅費等支給事業経費 51

　　　　　　 　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 3,302

　　　　  　　　　うち人件費 2,702

　　　　  　 　　　　　物件費 600

　 　　　 うち日本弁護士連合会等委託支援事業経費 2,253

　　　　　　　 日本弁護士連合会等委託支援業務に係る一般管理費 113

　　　　　　  　　うち人件費 92

　　　　　　  　 　　　物件費 21

　　　減価償却費 －

　　　財務費用 －

　　　臨時損失 －

収益の部 45,170

　　　運営費交付金 15,206

　　　受託収入 18,476

　　　補助金等収入 67

　　　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 11,116

　　　事業外収入 306

純利益 0

目的積立金取崩 －

総利益 0

※　国選弁護人確保業務等に係る経費又は一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加

　旅費等支給業務に係る経費又は一般管理費をいう。

※　各欄の積算額と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度収支計画

【資料３　別紙２】



○一般勘定 （単位：百万円）

費用の部 29,060

 　経常費用 29,060

　　　事業経費 18,846

　　　 　うち民事法律扶助事業経費 17,820

　　　　  　　その他事業経費 1,026

　　　一般管理費(国選弁護人確保業務等に係る経費を除く。） 7,848

　 　　　うち人件費 5,358

　　  　　　　物件費 2,490

　　　受託経費 2,366

　　   　うち日本弁護士連合会等委託支援事業経費 2,253

　　 　　 　　日本弁護士連合会等委託支援業務に係る一般管理費 113

　　　　 　　　　うち人件費 92

　　　　 　　 　　　　物件費 21

収益の部 29,060

　　　運営費交付金 15,206

　　　補助金等収入 67

　　　事業収入（民事法律扶助償還金収入を含む。） 11,116

　　　事業外収入 306

 　　 受託収入 2,366

純利益 0

目的積立金取崩 －

総利益 0

※　国選弁護人確保業務等に係る経費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に係る

　経費をいう。

※　各欄の積算額と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度収支計画

【資料３　別紙２】



○国選弁護人確保業務等勘定 （単位：百万円）

費用の部 16,110

　　　受託経費 16,110

　 　　　うち国選弁護人確保事業経費 12,757

　　　　　　　被害者参加旅費等支給事業経費 51

　　　　　　　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費 3,302

　　　　　　　 　うち人件費 2,702

　　　　　　　　　　　物件費 600

収益の部 16,110

　　　受託収入 16,110

純利益 0

目的積立金取崩 －

総利益 0

※　国選弁護人確保業務等に係る一般管理費とは、国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給

　業務に係る一般管理費をいう。

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度収支計画

【資料３　別紙２】



○全体の資金計画 （単位：百万円）

資金支出 45,170

　 経常費用 45,170

　　　業務活動による支出 45,170

　　　投資活動による支出 0

　　　財務活動による支出 0

　　　次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 45,170

 　業務活動による収入 45,170

　　　運営費交付金による収入 15,206

　　　受託収入 18,476

　　　その他の収入 11,489

 　投資活動による収入 0

 　財務活動による収入 0

　 前期中期目標の期間よりの繰越金 0

※　各欄の積算額と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度資金計画

【資料３　別紙２】



○一般勘定 （単位：百万円）

資金支出 29,060

 　経常費用 29,060

　　　業務活動による支出 29,060

　　　投資活動による支出 0

　　　財務活動による支出 0

　　　次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 29,060

　　　業務活動による収入 29,060

　 　　　運営費交付金による収入 15,206

　　 　　その他の収入 11,489

 　　 　 受託収入 2,366

　　　投資活動による収入 0

　　　財務活動による収入 0

　　　前期中期目標の期間よりの繰越金 0

※　各欄の積算額と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度資金計画

【資料３　別紙２】



○国選弁護人確保業務等勘定 （単位：百万円）

資金支出 16,110

　 経常費用 16,110

　　　業務活動による支出 16,110

　　　投資活動による支出 0

　　　財務活動による支出 0

　　　次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 16,110

　　　業務活動による収入 16,110

 　　　　受託収入 16,110

　　　投資活動による収入 0

　　　財務活動による収入 0

　　　前期中期目標の期間よりの繰越金 0

区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

平成２７年度資金計画

【資料３　別紙２】



平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

常勤弁護士数 24 96 151 200 217 220 239 246 252 250

　うち赴任中 24 57 100 149 182 189 188 201 218 222

　うち養成中 0 39 51 51 35 31 51 45 34 28

対前年度増加分 24 73 59 66 42 39 63 53 37 30

対前年度減少分 0 1 4 17 25 36 44 46 31 32

※　数値はいずれも年度末時点のものである。

【資料４】　常勤弁護士配置・採用実績等一覧
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13,056
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18 21 22 23 24 25 26 27 28

10 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

237 229 269 321 335 228 208 272 322 322 238 84

26 25 49 78 79 148 145 156 201 201 139 62

19 28 30 34 34 35 36 37 38 38 29 9

23 43 43 56 102 92 111 145 86 86 65 21

22 31 39 43 49 54 55 64 77 77 55 22

15 22 22 31 40 42 51 99 62 62 49 13

16 25 25 25 25 25 45 47 47 47 42 5

9 34 34 38 52 77 76 93 103 103 73 30

14 15 15 14 27 32 38 37 36 36 26 10

38 42 76 76 75 75 75 75 152 152 125 27

17 33 33 47 51 55 56 63 72 72 58 14

68 93 90 91 97 96 102 53 152 152 117 35

29 51 84 94 104 107 108 102 150 150 109 41

41 59 64 63 66 65 65 87 100 100 83 17

7 11 20 21 21 44 46 46 33 33 22 11

10 10 10 10 17 18 19 19 22 22 16 6

23 28 28 29 36 35 34 33 33 33 29 4

37 60 71 81 106 107 115 134 139 139 101 38

18 32 32 31 31 31 30 30 57 57 45 12

12 17 21 22 36 39 39 41 40 40 28 12

12 22 21 23 33 35 36 38 43 43 34 9

27 28 28 27 32 40 40 43 44 44 33 11

11 11 11 11 11 11 16 17 22 22 18 4

10 10 11 12 22 19 28 37 41 41 28 13

18 16 16 16 16 16 30 29 29 29 24 5

21 29 29 27 42 41 50 58 68 68 52 16

12 11 11 10 21 21 24 23 23 23 20 3

1 14 13 16 17 20 23 28 28 28 15 13

70 149 177 187 196 217 226 223 248 248 190 58

13 28 30 32 27 27 39 40 40 40 32 8

12 15 15 24 28 34 40 46 58 58 44 14

6 14 30 42 49 51 53 60 61 61 46 15

14 14 18 26 27 25 25 29 35 35 25 10

28 29 29 27 28 30 43 43 51 51 43 8

16 19 19 19 27 28 28 32 31 31 28 3

13 12 11 11 11 11 35 34 43 43 36 7

16 20 19 24 31 31 65 71 77 77 62 15

1 21 21 27 35 25 24 30 37 37 28 9

20 20 20 19 30 31 29 47 54 54 49 5

7 28 28 27 26 24 24 26 27 27 23 4

24 32 33 32 32 38 38 39 39 39 31 8

4 4 20 21 22 21 24 29 26 26 21 5

29 28 41 44 81 91 105 121 142 142 112 30

13 14 13 12 16 18 27 30 29 29 25 4

4 5 6 5 7 16 14 13 13 13 9 4

8 17 17 17 19 19 22 23 23 23 20 3

10 23 37 26 28 31 41 43 53 53 40 13

15 23 23 23 36 35 48 46 53 53 46 7

7 11 18 17 12 20 22 26 33 33 26 7

12 15 19 19 19 23 32 51 48 48 40 8

1,135 1,570 1,839 2,028 2,364 2,454 2,705 3,008 3,441 3,441 2,649 792

138.3% 117.1% 110.3% 116.6% 103.8% 110.2% 111.2% 114.4%

28 4 1



20 21 22 23 24 25 26 27 28

12 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

175 181 237 283 335 363 399 451 494 494 375 119

54 67 84 106 128 149 163 197 219 219 152 67

19 31 43 52 59 54 56 66 68 68 50 18

64 78 79 76 114 161 179 226 238 238 189 49

23 34 46 52 76 82 111 111 114 114 93 21

10 19 22 40 56 64 68 92 80 80 61 19

38 38 39 40 51 52 77 74 74 74 62 12

34 36 37 38 43 44 48 77 101 101 71 30

16 18 19 18 28 34 34 38 39 39 31 8

70 51 61 78 92 92 119 127 135 135 104 31

30 33 45 56 69 83 83 83 107 107 84 23

77 85 107 125 132 134 137 150 168 168 131 37

19 50 62 57 91 122 141 137 165 165 115 50

39 41 50 58 64 82 84 103 113 113 94 19

13 16 43 45 52 37 42 42 31 31 21 10

18 19 19 20 27 30 30 32 36 36 26 10

26 26 26 28 35 34 33 33 33 33 29 4

76 77 79 79 110 117 122 140 144 144 104 40

24 27 32 38 38 44 50 50 57 57 44 13

16 16 19 20 27 32 31 33 33 33 22 11

16 18 20 26 29 37 42 47 48 48 39 9

16 16 30 30 38 39 50 54 53 53 40 13

15 16 17 17 19 19 20 21 27 27 24 3

19 44 52 58 88 91 112 129 138 138 107 31

13 42 46 55 57 66 65 82 89 89 78 11

19 22 22 23 38 44 53 64 78 78 58 20

26 23 23 21 23 23 33 43 42 42 32 10

12 18 20 23 27 29 29 33 41 41 29 12

55 102 138 156 164 191 199 215 246 246 182 64

29 29 30 37 37 50 58 60 59 59 48 11

49 59 58 60 68 71 75 81 79 79 67 12

26 30 39 49 58 58 60 71 75 75 54 21

59 70 86 100 103 115 131 135 132 132 103 29

35 33 39 30 36 33 34 42 49 49 39 10

34 47 52 53 84 81 82 87 90 90 79 11

22 27 26 27 29 30 40 42 55 55 43 12

11 25 25 35 43 44 74 77 83 83 69 14

16 19 22 23 23 26 32 39 45 45 36 9

24 26 26 32 36 37 39 46 43 43 38 5

25 27 28 25 25 36 36 34 34 34 30 4

13 13 15 14 18 25 26 27 27 27 22 5

2 4 20 16 24 24 34 26 26 26 22 4

51 52 72 72 102 110 126 141 160 160 128 32

10 11 15 16 20 26 27 30 32 32 29 3

15 20 24 28 38 43 43 48 54 54 46 8

7 19 24 28 34 39 39 40 45 45 40 5

19 17 19 26 28 29 28 28 24 24 19 5

31 29 28 29 47 46 43 49 52 52 45 7

10 12 19 23 20 31 32 38 39 39 31 8

27 31 35 35 31 32 31 31 35 35 30 5

1,547 1,844 2,219 2,476 3,014 3,335 3,700 4,122 4,449 4,449 3,465 984

119.2% 120.3% 111.6% 121.7% 110.7% 110.9% 111.4% 107.9%

28 4 1
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10 11 12

402 382 454 419 407 384 404 372 340 363 341 362 4,630 47.8%

20 18 20 11 18 19 12 10 10 8 17 13 176 1.8%

1 3 3 1 1 4 0 2 2 1 3 3 24 0.2%

12 16 13 11 7 9 14 9 7 8 5 12 123 1.3%

23 24 20 15 27 26 24 13 15 23 15 22 247 2.6%

31 27 13 33 32 33 24 25 14 15 28 18 293 3.0%

1 1 2 4 4 3 2 3 2 1 5 0 28 0.3%

312 309 313 297 244 251 268 244 248 257 257 251 3,251 33.6%

16 11 12 10 4 8 8 12 9 2 9 9 110 1.1%

4 1 4 4 2 4 4 5 1 5 1 0 35 0.4%

16 31 23 21 13 27 25 16 16 13 25 18 244 2.5%

0 8 8 4 7 8 5 6 7 4 4 11 72 0.7%

17 11 26 17 13 9 14 16 6 11 18 5 163 1.7%

( )
35 20 22 25 26 22 19 24 29 23 15 26 286 3.0%

890 862 933 872 805 807 823 757 706 734 743 750 9,682 100.0%

27



27
10 11 12

18 118,958

1,082 1,103

13,380

1,157 1,058 1,405 1,296 1,116 1,087 1,138 978 840 1,120

18 27
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参加無料
要・参加

申込み

定員：250名
手話通訳

：有

託児サー
ビス：有

平成27年度  法テラスシンポジウム

子どもの貧困から考える
生活困窮者の自立支援と司法

支え合う社会へ

開 催 趣 旨  

　現代社会において、「貧困」は誰もが陥る可能性のある身近な
問題です。とりわけ、貧困の連鎖が懸念される「子どもの貧困」
は、社会的問題としてようやく認識され始めたところです。
　平成27年４月から施行された「生活困窮者自立支援制度」
は、生活困窮者が抱える様々な問題を支援するための制度で
す。この制度が機能していくためには、特に地域社会の役割が
重要であるとされています。地域社会の一員である私たち全員
がこの問題に関心を持ち、積極的に関わっていくことが必要と
なります。
　法テラスは、生活困窮者支援のための地域ネットワークの連
携機関の一つとなります。本シンポジウムでは、「子どもの貧困」
を素材として、「子どもを含む生活困窮者の自立のためにどのよ
うな解決の道筋があるのか」、「身近なところに存在する貧困問
題に私たちがどのように関われば良いのか」等について、共に考
える機会を持つことを目的としています。
　当日は、「子どもの貧困」問題を研究されている首都大学東京
の阿部彩教授による基調講演及び生活困窮者の自立支援を実
践している現場の方々による事例報告を行います。それらを踏
まえ、生活困窮者の自立支援において、関係機関の間における
連携構築・連携強化をいかになすべきか、また、司法、そして法
テラスが何をすることができ、今後何をするべきかを明らかにす
るとともに、私たちが「支え合う社会へ」向けて歩みを進める第
一歩にしたいと思います。

【問い合わせ】
（株）クバプロ内　法テラスシンポジウム参加受付事務局
E-mail：houterasusympo2015@kuba.jp
TEL 03-3238-1689
 受付時間：10：00～ 18：00（土日・祝日を除く）
FAX 03-3238-1837　受付時間　24時間受付
http://www.kuba.co.jp/houterasusympo2015

東京ウィメンズプラザ
ホール
（東京都渋谷区神宮前5-53-67）

日本司法支援センター（法テラス）

・JR・東急東横線・京王井の頭線・東京メトロ副都心線　渋谷駅　宮益坂口から徒歩12分
・東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線　表参道駅　B2出口から徒歩7分
・都バス（渋88系統）　渋谷駅から2つ目(4分)　青山学院前バス停から徒歩2分

日時： 

場所： 

後援： 

主催： 

平成28年2月20日土

13：00～16：35（予定）
［開場］12：30  ［開会］13：00

最高裁判所、内閣府男女共同参画局、消費者庁、法務省、
文部科学省（申請中）、厚生労働省、東京都（申請中）、
日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、
第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本司法書士会連合会、
東京司法書士会、社会福祉法人全国社会福祉協議会、
社会福祉法人東京都社会福祉協議会、公益社団法人日本社会福祉士会 

地下鉄表参道駅

骨董通り

宮益坂

渋谷駅
〈宮益坂口〉

青山通り

こども
の城

国連大学

バス停

バス停

東京ウィメンズ
プラザ
オーバル
ビル B2 出口

至原宿

青山学院大学



平成27年度　法テラスシンポジウム　FAX申込書［03-3238-1837］

住　所
〒　　　　-

「子どもの貧困」「生活困窮者自立支援」等について、登壇者へのご質問がございましたら、こちらに簡潔にご記入下さい。
会場にてご紹介させていただく場合がございます。

託児サービス※　　　　　　　　　　　　　　　　　お預けになるお子様のお名前　　　　　　　　　年　齢　　　　　　　　　　人　数

※先着10名までとさせていただきます。
※お子様に特別な事情（てんかん、アレルギー等）がある場合には、お預かりできないことがございますのでご了承下さい。
※託児利用をご希望の方には、別途、問診票等を送付いたしますので、ご返送下さい。

電話番号 FAX番号

氏　名
性　別

男 ・ 女 ・ それ以外 歳

希望する 歳 名

会社員　　会社経営・役員　　公務員　　自営業　　学生　　主婦

無職　　法曹関係者　　福祉関係者　　その他（　　　　　　　　　）

年　齢

職　業

ふりがな
※切り取らずにこのままFAXにてお送り下さい

13：00～13：10 開会・主催者挨拶
 宮﨑 誠（日本司法支援センター理事長）
13：10～13：55 基調講演　
 阿部 彩氏（首都大学東京 教授）

 「子どもの貧困：私たちにできること」
13：55～14：15 実践報告①
 朝比奈 ミカ氏（千葉県中核地域生活支援センター 「がじゅまる」 センター長）

 「子どもの貧困：見えてきたこと」
14：15～14：35 実践報告②
 野原 郭利（法テラス千葉法律事務所 常勤弁護士）

 「貧困の現場における弁護士の実践」
14：35～14：55 法テラスの紹介

14：55～15：10 休憩

15：10～16：30 パネルディスカッション
 「支え合う社会へ
　―生活困窮者の自立支援と司法」
 ［パネリスト］
 阿部 彩氏（首都大学東京 教授）
 本後 健氏（厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室長）
 朝比奈 ミカ氏（千葉県中核地域生活支援センター 「がじゅまる」 センター長）
 弁護士・司法書士（未定）
 ［コーディネーター］
 太田 晃弘（法テラス東京法律事務所 常勤弁護士）

16：30～16：35 閉会挨拶

　参加を希望される方は、郵便番号・住所・氏名・職業・電話番
号・年齢・性別のほか、「子どもの貧困」「生活困窮者自立支援」等
についての登壇者へのご質問等がございましたらご記入の上、平成
28 年 2月 5日（金）までに、法テラスシンポジウムウェブサイト、
FAX、Eメール、ハガキ、電話にてご応募下さい。
　申し込みをされた方には参加証を電子メール、FAX、ハガキのい
ずれかでお送りします。当日は参加証の画面をご提示いただくか、
参加証をお持ち下さい。

※ 参加申込みの受付は先着順です。定員になり次第、締め切りと
させていただきます。

※ 応募者に関する個人情報は、当シンポジウムの事務のみに使用し、
シンポジウム終了後は、主催者の規定に則ってすべて消去します。

お問い合わせ
（株）クバプロ内　法テラスシンポジウム参加受付事務局
TEL：03-3238-1689　
受付時間（10:00～ 18:00 土日・祝日を除く）

FAX

03-3238-1837
受付時間／ 24時間受付

TEL

03-3238-1689
受付時間／ 10:00～ 18:00（土日・祝日を除く）

E-mail

houterasusympo2015@kuba.jp
受付時間／ 24時間受付
送付先／〒102-0072 東京都千代田区飯田橋３丁目
 １１－１５ UEDAビル 6F
　　　　　 （株）クバプロ内 法テラスシンポジウム参加受付事務局

お申込み方法

WEB

 法テラスシンポジウム　 検索
http://www.kuba.co.jp/houterasusympo2015

P r o g r a m

法テラスは皆様を
支援する組織です

　「借金」「離婚」「相続」・・・さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの？」、
「どんな解決方法があるの？」と、わからないことも多いはず。こうした問題解決への「道案内」をするの
が私たち「法テラス」の役目です。
　刑事・民事を問わず、国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提
供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立
された法務省所管の公的な法人。それが、日本司法支援センター（通称：法テラス）です。
法テラスホームページ：http://www.houterasu.or.jp/







( ) 27

( )

(4 )

(114.2%)

2,403

3,009
( ) (   -   ) (   -   ) (125.6%) (117.4%) (114.2%)

401 463 572 653

(115.5%) (123.5%)

32 238 299 351

46 653

383 451 521

41 33 45 46 39 46 43 41

(126.8%) (117.8%) (115.5%)

27

46 42 62 37 521

50 7356

12

(107.1%)

60 48 57 50 53

1110

30229
( ) (   -   ) (   -   )

45 59 56

(113.2%) (122.1%)

204 231 282
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